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代
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初
の
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興
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僚

1
臨
溝
の
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氏
を
中
心
と
し
て
一

愛

宕

兀

五代宋初の凝興官僚（愛宕）

…
、

【
要
約
目
　
唐
宋
間
の
中
困
社
会
の
歴
史
的
変
質
は
そ
の
支
配
層
を
形
成
す
る
官
僚
群
の
出
自
の
異
質
さ
に
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
唐
末
か
ら
五
代
期
に
か
け
て
の
激
動
す
る
社
会
の
中
か
ら
土
地
所
有
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
同
時
に
商
業
活
動
に
も
タ
ヅ
チ
し
て
経
済
的
勢
力
を
紳
長

ず
る
新
興
の
地
主
層
が
拾
頭
し
て
く
る
。
彼
等
は
そ
の
経
済
的
基
盤
を
背
景
に
し
て
在
地
に
お
け
る
郷
村
規
制
を
強
化
し
、
か
つ
科
挙
官
僚
化
1
1
官
芦
化

し
て
公
権
力
を
お
び
て
自
ら
の
社
会
的
、
経
済
的
立
場
を
強
化
す
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
大
土
地
所
有
者
、
商
業
活
動
、
科
挙
官
僚
化
と
い
う
三
つ
の

要
素
を
あ
わ
せ
も
っ
た
、
い
わ
ば
「
三
位
　
体
」
的
な
宋
初
に
お
け
る
典
型
的
新
興
層
と
し
て
山
東
臨
瀦
県
の
主
日
一
族
に
焦
点
を
あ
て
、
五
代
以
来
の

成
長
過
程
お
よ
び
在
地
で
の
具
体
像
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
寸
意
に
お
け
る
こ
の
麻
琉
一
族
の
繁
栄
ぶ
り
は
当
時
に
あ
っ
て
そ
の
地
方
の
人
口
に
広

く
風
炎
し
た
ら
し
く
、
誇
張
さ
れ
、
か
つ
半
ば
伝
説
化
さ
れ
つ
つ
後
世
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
宋
初
に
お
け
る
麻
氏
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
歴
史

的
位
置
づ
け
を
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
伝
承
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
麻
氏
に
関
す
る
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
の
評
価
が
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
し
だ
い

に
欠
落
し
つ
つ
、
在
地
で
の
名
誉
あ
る
出
世
者
と
し
て
の
一
面
の
み
が
強
調
さ
れ
た
麻
氏
像
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
七
巻
四
号
　
　
一
九
七
四
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　　　　　　へ　　　　mu　　－vVLtnvハ

顛
末
・
五
代
と
い
う
中
国
史
上
に
お
け
る
大
き
な
社
会
的
変
動
期
を
経
て
、
宋
代
に
至
っ
て
支
配
層
を
形
成
す
る
新
興
の
士
大
夫
的
地
主
階

級
は
大
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
同
時
に
商
業
行
為
を
営
な
み
、
か
つ
科
挙
試
験
に
合
格
し
て
官
僚
化
す
る
と
い
う
「
三
位
一
体
」
の
あ
り
方
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

特
色
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
、
い
う
ま
で
も
な
く
彼
ら
は
宋
代
に
な
っ
て
突
然
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
唐
心
・
五
代
の
社
会
の
流
動
化
過
程
で
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析
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
新
興
階
層
の
形
成
過
程
を
具
体
的
に
明
確
に
し
た
考
察
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
か
つ
て
松

井
秀
一
民
は
石
介
の
家
系
を
中
心
に
し
て
五
代
期
に
お
い
て
次
第
に
拾
頭
し
宋
代
に
官
戸
化
す
る
北
宋
初
期
官
僚
層
の
一
つ
の
姿
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

さ
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
数
少
な
い
考
察
の
う
ち
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
華
氏
一
族
は
官
界
に
お
い
て
は
下
級
官
で

止
ま
り
、
所
有
地
も
一
族
全
体
で
一
頃
程
度
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
決
し
て
大
土
地
所
有
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
松
井
氏
自
身
が
「
農
民

的
官
僚
」
と
呼
ば
れ
て
「
地
主
的
官
僚
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
本
稿
で
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
大
土
地
所
有
者
、
商
業
行

為
、
科
挙
官
僚
と
い
う
所
謂
「
三
位
一
体
」
的
性
格
を
有
す
る
新
興
階
層
と
し
て
麻
氏
を
取
り
上
げ
、
や
は
り
宋
代
に
お
け
る
典
型
と
呼
び
う

る
存
在
を
追
求
し
て
み
た
い
。

　
豊
代
初
期
に
青
州
筆
墨
県
を
中
心
に
大
勢
力
を
占
め
る
麻
氏
は
五
代
期
に
当
地
平
慮
節
度
使
管
下
の
青
翠
録
事
参
軍
と
な
っ
た
麻
希
夢
を
祖

と
す
る
一
族
で
あ
る
。
こ
の
麻
希
夢
の
本
貫
地
は
臨
瀬
県
の
懸
盤
に
あ
る
北
海
県
で
あ
り
、
麻
希
夢
と
全
く
時
期
を
閉
じ
く
し
て
北
海
県
に
麻

姓
の
同
族
村
落
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
寺
院
再
建
の
碑
に
よ
っ
て
確
認
で
き
、
宋
代
の
「
三
位
一
体
」
的
性
格
を
具
有
す
る
臨
濫
悪
の
黒
氏

と
五
代
の
北
海
県
に
お
け
る
自
営
農
営
営
と
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
興
階
層
の
具
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
①
　
宮
綺
市
定
「
五
代
史
上
の
軍
閥
資
本
家
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
三
』
所
収
　
一
九
　
　
　
　
②
　
松
井
秀
一
「
北
宋
初
期
官
僚
の
一
典
型
i
石
介
と
そ
の
系
譜
を
中
心
に
一
」

　
　
穴
三
）
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
東
洋
学
報
』
五
　
1
一
　
…
九
穴
八
）
参
照
。
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臨
溝
の
麻
氏

の
五
代
の
麻
氏

　
（

　
宋
の
太
宗
端
坐
元
年
（
九
八
八
）
正
月
乙
亥
に
「
民
間
で
年
齢
七
十
以
上
で
現
に
家
長
で
あ
る
人
物
、
高
年
で
徳
高
く
郷
里
で
尊
敬
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
人
物
の
名
を
各
州
県
に
調
査
さ
せ
て
上
奏
さ
せ
よ
。
爵
一
級
を
賜
う
で
あ
ろ
う
」
（
太
宗
実
録
巻
四
十
三
）
と
い
う
制
が
下
さ
れ
各
州
県
か
ら
の



五代馴初の新興官僚（愛宕）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

上
奏
を
待
っ
て
、
同
年
五
月
丙
申
に
高
年
者
百
二
十
七
人
に
民
爵
下
士
が
与
え
ら
れ
た
（
同
巻
四
十
四
）
。
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
前
日
に
当
る
五
月

乙
未
に
賜
田
の
対
象
と
な
っ
た
う
ち
の
一
人
で
あ
る
九
十
五
歳
と
い
う
高
齢
の
麻
希
夢
と
い
う
人
物
が
太
宗
の
御
前
に
召
さ
れ
て
工
部
員
外
郎

致
仕
と
い
う
名
目
的
な
官
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
こ
の
麻
希
夢
に
つ
い
て
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
姿
を
ま
ず
追
跡
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
前
引
太
宗
実
録
巻
四
十
四
、
端
獄
元
年
五
月
乙
未
の
条
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
前
の
青
蛙
録
事
参
軍
麻
希
夢
を
以
て
工
部
員
外
郎
致
仕
と
為
す
。
希
夢
は
北
海
の
人
な
り
。
梁
の
龍
徳
二
年
に
明
経
の
第
に
擢
で
ら

　
　
れ
、
累
り
に
揺
字
の
任
に
居
り
も
と
よ
り
吏
幹
有
り
。
凡
そ
践
点
す
る
所
皆
な
能
名
有
り
。
老
を
以
て
退
き
て
臨
淵
に
肥
す
。
美
田
数
百

　
　
頃
有
り
。
黄
を
積
む
こ
と
鈍
万
。
年
九
十
五
に
し
て
歯
髪
衰
え
ず
。
上
、
そ
の
実
況
を
聞
き
、
召
し
て
關
下
に
至
ら
し
め
便
殿
に
於
て
対

　
　
す
。
ま
の
あ
た
り
金
紫
を
賜
う
。
因
り
て
是
の
命
有
り
。
別
電
に
放
帰
す
。
年
を
瞼
え
て
卒
す
。
希
夢
、
郷
里
に
居
り
て
常
に
兼
併
不
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
た
り
。
毎
に
州
郡
吏
の
長
短
を
持
し
て
横
恣
た
り
。
言
質
の
人
皆
こ
れ
を
畏
る
。

　
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
麻
希
夢
が
太
宗
朝
に
お
い
て
工
部
員
外
郎
致
仕
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
実
録
の
記
事
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

制
誰
で
あ
っ
た
田
錫
の
起
草
し
た
「
大
理
司
直
前
郷
州
録
事
参
軍
麻
希
夢
を
守
工
部
員
外
郎
致
仕
と
な
す
可
し
」
と
い
う
制
が
彼
の
文
集
威
平

幕
巻
二
十
八
制
誰
の
条
に
納
め
ら
れ
て
お
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
制
に
は
「
験
が
位
を
嗣
ぎ
て
よ
り
十
有
三
載
」
と
あ
っ
て
太
宗

の
端
洪
元
年
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
高
年
者
に
礼
を
加
え
て
爵
一
級
を
賜
う
な
ど
の
語
が
見
え
、
実
録
の
麻
希
夢
卑
官
の
記
事
と
一
致
す
る
。

　
さ
て
、
麻
希
夢
は
青
男
北
海
県
の
人
で
あ
る
。
五
代
後
梁
末
帝
の
龍
徳
二
年
（
九
二
二
）
に
明
経
科
に
合
格
し
、
宋
の
端
撲
元
年
（
九
八
八
）
に

九
十
五
歳
で
富
を
賜
い
、
翌
年
死
亡
し
て
い
る
か
ら
、
野
末
昭
宗
の
乾
寧
元
年
（
八
九
四
）
に
生
れ
宋
の
端
撲
二
年
（
九
八
九
）
に
没
し
た
こ
と
に

な
る
。
霊
徳
二
年
の
科
挙
明
経
科
合
格
時
は
二
十
八
歳
の
若
さ
で
あ
る
。
唐
の
最
末
期
に
生
れ
、
朱
鷺
忠
が
唐
朝
三
百
年
最
後
の
皇
帝
哀
帝
に

禅
譲
を
強
い
て
五
代
最
初
の
後
梁
朝
の
成
立
し
た
九
〇
七
年
を
十
三
歳
で
迎
え
る
。
そ
し
て
五
代
諸
王
朝
が
興
亡
す
る
全
時
期
を
生
き
、
宋
朝

に
よ
る
新
た
な
統
一
政
権
を
体
験
し
、
宋
朝
の
名
実
と
忌
に
安
定
確
立
す
る
太
宗
朝
に
は
国
家
か
ら
そ
の
あ
か
し
と
し
て
の
賜
官
、
民
爵
を
与
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え
ら
れ
る
と
い
う
所
謂
「
唐
鞍
の
変
革
期
」
を
生
き
抜
い
た
注
目
す
べ
き
人
物
と
言
え
る
。
龍
徳
二
年
に
明
経
科
に
合
格
し
て
以
後
の
彼
の
官

歴
を
一
つ
一
つ
跡
附
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
掲
威
平
集
の
賜
嘗
の
制
に
は
「
廷
尉
の
属
寮
と
為
り
、
憲
府
の
職
を
兼
ぬ
。
督
郵
秩
を
罷

め
、
家
に
願
養
す
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
部
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
廷
尉
の
属
寮
と
為
り
、
下
府
の
職
を
兼
ぬ
」
と
あ
る
の
は
賜
呼

時
の
彼
の
肩
書
前
半
の
大
理
司
直
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
廷
尉
は
大
理
寺
の
雅
名
で
刑
獄
の
こ
と
を
掌
ど
る
ゆ
え
に
か
く
称
す
る
の
で
あ
る
。

「
督
郵
」
と
い
う
の
は
聖
代
の
郡
に
置
か
れ
た
属
県
に
対
す
る
監
察
官
で
、
唐
墨
に
お
い
て
そ
の
職
種
が
似
る
こ
と
か
ら
州
の
録
事
白
軍
を
か

く
称
し
や
痢
代
初
期
に
お
い
て
も
そ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
患
わ
れ
る
・
「
督
郵
贈
答
め
蒙
に
願
養
す
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
・
〆
＼
彼

は
青
州
録
票
参
軍
を
最
後
に
退
官
し
た
こ
と
を
知
る
。
実
録
に
前
雲
州
録
事
参
軍
と
い
う
肩
書
を
附
し
て
い
る
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。
大
理
司

直
は
恐
ら
く
名
鼠
的
な
帯
官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
麻
希
夢
が
青
州
録
事
参
軍
と
な
っ
た
の
は
後
に
詳
し
く
見
る
続
資
治
通
鑑
長
編
及
び
諌

水
紀
聞
に
よ
れ
ば
五
代
後
漢
期
の
平
盧
節
度
使
劉
銑
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
劉
鉄
が
平
盧
節
度
使
と
し
て
青
州
に
在
饗
し
た
の
は
後
漢
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
直
後
の
天
福
十
二
年
（
九
四
七
）
七
月
か
ら
乾
祐
三
年
（
九
五
〇
）
五
月
の
閥
で
あ
る
。
撃
鉄
は
後
園
の
郡
下
朱
点
講
配
下
の
土
塁
出
身
で
戦
乱

の
世
を
の
し
上
っ
た
武
人
で
あ
る
。
性
残
酷
で
殺
識
を
好
み
、
総
州
在
鎮
期
に
は
徹
底
し
た
厳
罰
主
義
で
臨
み
、
苛
酷
な
税
率
を
課
し
て
訣
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
る
な
ど
暴
政
と
称
せ
ら
れ
た
が
、
乾
祐
年
間
に
青
州
を
襲
っ
た
蝶
を
人
海
戦
術
で
撲
滅
し
て
領
内
の
被
害
を
皆
無
に
く
い
止
め
る
と
い
う
手

　
　
　
　
　
　
　
⑧

腕
を
も
示
し
て
い
る
。
麻
希
夢
が
青
葱
録
事
参
軍
に
な
っ
た
の
は
こ
の
間
の
こ
と
、
彼
が
五
十
三
歳
か
ら
五
十
六
歳
の
頃
で
あ
る
。
実
録
に

「
も
と
よ
り
吏
幹
有
り
」
と
か
「
皆
な
能
名
有
り
」
と
い
う
よ
う
に
彼
の
能
力
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
の
は
録
事
参
軍
で
あ
っ
た
こ
の
時
期
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
府
州
の
録
事
参
軍
の
職
掌
を
唐
代
に
つ
い
て
見
る
に
「
掌
府
冠
句
稽
、
省
暑
妙
目
、
糾
弾
部
内
非
違
、
監
印
、
給
紙
筆
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

事
」
　
（
通
豊
丸
三
十
三
職
官
十
五
総
論
郡
佐
の
条
）
と
あ
る
が
、
要
す
る
に
芸
州
の
功
・
倉
・
戸
・
兵
・
法
・
士
曹
の
古
参
軍
事
、
す
な
わ
ち
六
軍

官
の
総
元
締
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
累
代
後
半
以
降
に
な
っ
て
本
来
の
職
掌
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
く
る
。
　
「
督
郵
」
の
別
名
が
示
す
よ

う
に
府
州
内
の
六
曹
諸
司
の
官
吏
へ
の
督
察
権
は
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
疫
学
・
塩
課
・
倉
儲
・
宮
俸
な
ど
と
い
っ
た
府
州
財
政
権
を
も
掌
握
す

る
傾
向
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
五
代
に
な
っ
て
武
人
が
刺
史
に
な
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
実
質
的
な
寄
州
行
政
全
般
は
録
事
参
軍
に
集
中
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す
る
こ
と
す
ら
生
じ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
後
歯
開
平
四
年
（
九
一
〇
）
九
月
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

　
　
　
九
月
慨
す
。
魏
博
管
内
の
刺
史
、
比
来
耳
鼻
を
な
ら
び
に
督
郵
に
委
ね
、
遂
に
曹
官
を
し
て
其
の
威
権
を
捲
に
し
、
州
牧
は
聞
冗
に
同

　
　
じ
た
ら
し
む
。
通
制
に
循
わ
し
め
、
宜
し
く
異
端
を
塞
ぐ
べ
し
。
並
び
に
宜
し
く
河
南
の
諸
州
の
例
に
依
り
、
刺
史
が
以
て
専
達
す
る
を

　
　
得
べ
し
。
（
冊
府
元
亀
巻
一
九
一
閏
位
部
立
法
制
の
条
）

　
唐
後
半
以
降
の
河
北
藩
鎮
は
半
独
立
的
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
軽
骨
、
す
な
わ
ち
録
事
参
堂
が
刺
史
の
権
限
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
た
の

を
後
葉
の
初
め
に
改
め
よ
う
と
し
て
繊
さ
れ
た
の
が
こ
の
勅
で
あ
る
が
、
実
効
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
が
わ
し
い
。
む
し
ろ
五
代
期
を
通
じ
て

藩
鎮
勢
力
は
一
般
的
に
言
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
み
れ
ば
、
唐
代
末
期
河
北
藩
零
下
で
の
録
事
参
軍
と
同
じ
く
強
大
な
権
限
を
行
使

し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
に
か
く
も
唐
末
五
代
に
お
け
る
録
事
参
軍
は
従
来
に
比
し
て
は
る
か
に
重
要
な
ポ
ス
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
で
あ
り
、
と
く
に
専
権
的
な
節
度
使
の
下
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。

　
平
盧
節
度
使
劉
鎌
の
も
と
で
青
州
録
事
参
篭
と
な
っ
た
麻
希
夢
の
場
合
、
ま
さ
に
右
に
み
た
よ
う
な
録
事
粛
軍
の
権
限
拡
大
を
背
景
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
編
巻
九
十
五
真
宗
天
嬉
四
年
（
一
〇
二
〇
）
四
月
丙
申
の
条
に
麻
希
夢
の
子
孫
が
闘
家
権
力
に
弾
圧
さ
れ
て
従
来
か

ら
の
在
地
に
お
け
る
強
大
な
勢
力
を
ほ
と
ん
ど
喪
失
す
る
事
件
を
記
し
て
い
る
が
、
祖
の
麻
希
夢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
祖
の
希
夢
、
風
樹
に
事
え
て
府
橡
と
為
る
。
専
ら
措
野
馬
敏
を
以
て
己
が
任
と
為
し
、
兼
井
恣
横
に
し
て
用
て
銀
万
を
致
す
。

　
こ
の
弾
圧
事
件
に
つ
い
て
は
司
馬
光
の
昏
昏
紀
聞
巻
六
に
も
見
え
て
い
る
が
、
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
。
今
、
麻
希
夢
に
関
す
る
部

分
を
引
用
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
豊
州
臨
溝
の
麻
氏
、
其
の
先
は
五
代
に
嘗
っ
て
本
州
の
録
事
参
軍
と
為
る
。
節
度
使
広
く
貨
賂
を
納
め
皆
照
降
を
し
て
之
を
主
ら
し
む
。

　
　
積
り
て
巨
万
に
至
る
。
既
に
し
て
節
度
使
召
さ
れ
て
闘
に
赴
き
、
取
る
に
及
ば
ず
し
て
卒
す
。
重
氏
尽
く
其
の
財
を
有
す
。
こ
れ
よ
り
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
た
る
こ
と
四
方
に
冠
た
り
。

「
其
の
先
」
と
は
麻
希
夢
を
、
　
「
節
度
使
」
と
は
劉
鉄
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
麻
希
夢
が
録
事
参
軍
の
ポ
ス
ト
に
あ
っ
て
そ

61　（553）



の
職
掌
が
青
州
の
財
政
面
に
ま
で
及
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
「
節
度
使
広
く
貨
賂
を
納
め
皆
麻
氏
を
し
て
之
を
主
ら
し
め
」
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
長
編
の
つ
専
ら
五
玉
聚
敏
を
以
て
己
が
任
と
為
す
」
と
い
う
表
現
も
州
の
録
事
参
軍
が
五
代
雄
鎮
下
で
占
め
る
役
割
を
歴
史
的
背
景

と
し
て
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
長
編
の
記
事
の
ご
と
く
武
断
的
節
度
使
劉
鉄
の
下
で
そ
の
威
権
を
傘
に
き
た
麻
希
夢
の
専
横
な
行
為
と
の

み
み
な
す
の
は
以
上
の
よ
う
な
録
事
面
繋
の
性
格
の
変
質
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
宗
天
禧
年
間
の
麻
氏
弾
圧
と
関
連
し
て
長
編
の
意
図

的
編
集
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
涼
水
紀
聞
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
述
す
る
。

　
劉
鉄
は
後
漢
最
後
の
乾
祐
三
年
（
九
五
〇
）
五
月
庚
戌
に
青
州
在
鎮
期
の
暴
虐
の
ゆ
え
に
更
迭
さ
れ
、
軍
事
的
圧
力
の
も
と
半
ば
強
制
的
に
開

封
の
隠
帝
に
召
し
繊
さ
れ
る
。
涼
水
紀
聞
に
「
既
に
し
て
節
度
使
召
さ
れ
て
闘
に
赴
く
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
五
代
諸
王
朝
の
例
に
も

れ
ず
文
・
武
二
重
構
造
の
対
立
は
後
漢
才
に
も
存
在
し
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
一
っ
の
極
点
に
達
し
て
い
た
。
同
年
十
一
月
丙
子
、
隠
帝
は
文
官

側
近
の
力
を
得
て
在
京
武
宮
の
粛
清
を
弾
薬
し
、
五
月
以
来
契
丹
入
竃
に
備
う
と
い
う
名
目
で
天
雄
蕊
節
度
使
と
し
て
郵
都
に
風
鎮
さ
せ
て
い

た
武
官
派
申
心
人
物
と
目
さ
れ
る
櫃
密
使
郭
威
、
す
な
わ
ち
後
鼻
の
太
祖
を
殺
害
せ
よ
と
の
密
認
が
発
せ
ら
れ
る
。
劉
鉄
は
文
官
側
に
組
し
権

知
開
封
府
に
任
ぜ
ら
れ
、
郭
威
の
在
京
す
る
一
族
を
老
若
を
問
わ
ず
皆
殺
し
に
す
る
。

　
し
か
し
郷
都
で
挙
兵
し
開
封
に
入
っ
た
郭
威
に
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ
る
。
夏
隣
に
よ
る
武
官
派
粛
清
以
来
十
七
日
鼠
の
十
一
月
壬
辰
の
こ
と
で

　
⑬

あ
る
。
劉
鉄
が
入
朝
命
令
に
抗
し
き
れ
ず
に
青
州
を
離
れ
る
際
、
豊
州
在
鎮
期
に
蓄
積
し
た
莫
大
な
私
的
財
産
を
近
い
将
来
引
き
取
る
つ
も
り

で
暫
時
的
な
管
理
を
麻
希
夢
に
委
ね
る
。
そ
し
て
後
漢
か
ら
後
塵
へ
の
政
権
交
代
に
際
す
る
政
変
過
程
で
殺
さ
れ
、
後
任
の
平
盧
節
度
使
符
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

卿
も
前
述
の
粛
清
に
際
し
て
宮
中
護
衛
の
た
め
開
封
に
呼
び
も
ど
さ
れ
て
不
在
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
間
に
鼠
走
の
聚
質
し
た
財
産
が
麻
希
夢

に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
録
事
参
軍
と
し
て
財
政
全
般
に
ま
で
タ
ッ
チ
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
重
鎖
が
私
的
財
産
の

管
理
を
ま
か
せ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
を
し
て
横
領
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
も
や
は
り
録
事
参
軍
と
い
う
ポ
ス
ト
に
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は

な
い
。
録
事
参
軍
を
退
官
し
た
の
は
い
つ
の
こ
と
か
不
明
で
あ
る
が
、
退
官
後
の
在
地
で
の
姿
は
実
録
に
「
取
合
、
郷
里
に
居
り
て
常
に
兼
井

不
法
た
り
。
毎
に
州
郡
吏
の
長
短
を
持
し
て
横
恣
た
り
。
営
丘
の
人
皆
之
を
畏
る
」
と
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ハ
、
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
壷
と
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し
て
青
州
及
び
属
県
の
官
吏
全
体
に
に
ら
み
を
き
か
せ
て
い
た
青
州
録
事
参
軍
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
等
の
権
力
を
背
景
と
し
た
さ
ま
ざ
ま

な
不
法
行
為
そ
の
他
、
全
ゆ
る
弱
点
を
熟
知
し
て
い
た
。
従
っ
て
自
ら
の
不
法
行
為
や
そ
れ
に
伴
う
収
奪
行
為
を
暴
露
、
制
約
さ
れ
る
こ
と
を

恐
れ
て
、
麻
希
夢
の
土
地
兼
併
や
そ
の
他
の
不
法
行
為
に
対
し
て
黙
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
麻
希
夢
は
横
領
し
た
劉
鉄
の
財
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

基
礎
に
し
て
臨
瀬
県
に
肥
沃
な
土
地
を
兼
併
拡
大
す
る
こ
と
数
百
頃
に
及
び
、
か
つ
雪
辱
の
財
産
を
蓄
積
し
、
営
丘
、
す
な
わ
ち
返
読
の
人
々

が
官
以
上
に
は
ば
か
る
ほ
ど
県
下
全
域
に
大
勢
力
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
麻
希
夢
に
つ
い
て
少
し
く
異
な
る
視
点
か
ら
記
述
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
湖
水
燕
受
認
巻
三
奇
警
の
条
で
あ
り
（
以
下

燕
談
録
と
略
称
）
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
端
撲
の
初
、
太
宗
詔
し
て
天
下
の
高
年
を
訪
ね
し
む
。
前
青
州
録
事
参
軍
麻
希
夢
、
年
九
十
余
に
し
て
臨
写
に
嘉
す
。
召
し
て
闘
下
に

　
　
至
ら
し
め
便
殿
に
延
遷
す
。
坐
業
を
賜
う
。
極
め
て
従
容
た
り
。
調
ぬ
る
こ
と
人
間
の
利
害
に
及
ぶ
。
之
に
対
う
る
こ
と
尤
も
詳
ら
か
な

　
　
り
。
多
く
聴
納
を
窪
む
る
。
壱
日
、
訪
ぬ
る
に
養
生
の
理
を
以
て
す
。
対
え
て
曰
く
、
臣
他
術
な
し
。
た
だ
清
慾
を
少
欲
に
し
声
色
を
節

　
　
し
滋
味
を
薄
く
す
。
故
に
此
に
至
る
を
得
た
り
と
。
詔
し
て
以
て
尚
書
工
部
郎
中
致
仕
と
為
し
金
紫
を
賜
う
。
工
部
学
を
好
み
善
く
子
孫

　
　
を
訓
ず
。
子
の
景
孫
、
興
国
中
に
進
士
悔
泣
に
登
る
。
孫
の
温
其
・
温
籠
、
祥
符
中
に
相
継
い
で
進
士
の
第
に
登
る
。
天
下
第
三
人
と
為

　
　
る
。
衣
冠
以
為
ら
く
、
盛
事
な
り
と
。
甚
し
て
天
下
、
麻
茂
の
子
を
構
う
る
こ
と
法
有
り
と
称
す
。
予
の
祖
母
長
安
県
君
は
工
部
の
孫
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
り
。
故
に
之
を
聞
く
こ
と
詳
ら
か
な
り
。

　
賜
わ
っ
た
官
は
工
部
員
外
郎
致
仕
で
あ
り
、
郎
中
と
あ
る
の
は
伝
聞
の
誤
り
で
あ
る
。
最
後
の
部
分
に
見
え
る
よ
う
に
密
談
録
の
撰
者
王
關

之
の
祖
母
長
安
県
君
は
麻
希
夢
の
孫
に
当
る
。
従
っ
て
右
の
記
録
に
は
麻
希
夢
に
関
し
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
事
柄
は
意
図
的
に
除
外
さ
れ
て
い

る
可
能
性
は
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
実
録
や
長
編
、
深
水
紀
聞
が
伝
え
る
麻
希
夢
の
在
地
に
お
け
る
専
横
な
姿
は
こ
こ
に
は
見
ら
れ

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
の
一
面
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
潤
色
が
あ
る
と
し
て
も
一
族
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
彼
の
別
な
面
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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太
宗
の
御
前
で
世
聞
の
諸
問
題
に
つ
い
て
詳
述
で
き
た
の
は
五
代
の
混
乱
期
を
生
き
抜
い
た
生
活
体
験
や
録
事
参
軍
と
し
て
の
経
験
が
あ
れ

ば
こ
そ
で
あ
り
、
長
生
き
の
方
法
を
問
わ
れ
る
と
「
自
分
に
は
何
ら
特
殊
な
能
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
欲
望
を
抑
え
贅
沢

を
節
糊
し
美
味
を
口
に
せ
ぬ
よ
う
心
が
け
て
き
た
か
ら
で
す
」
と
答
え
て
い
る
の
は
誇
張
で
は
な
く
、
事
実
そ
の
と
お
り
の
生
活
実
践
を
行
っ

て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
惰
に
走
り
、
奢
修
に
お
ぼ
れ
が
ち
な
感
情
や
欲
望
を
厳
し
く
自
制
し
つ
つ
、
明
経
科
に
合
格
し
な
が
ら
も
五
代

の
乱
世
を
録
事
参
軍
と
い
う
地
方
官
に
甘
ん
じ
、
そ
の
職
限
を
最
大
限
に
利
用
し
て
土
地
兼
併
な
ど
に
よ
っ
て
自
己
の
経
済
的
基
盤
を
固
め
る

と
い
う
非
常
に
冷
徹
な
判
断
の
も
と
に
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
麻
氏
の
子
孫
教
育
は
模
範
的
だ
と
世
間
か
ら
称
讃
さ
れ
る
如
く
子
や
孫
を

科
挙
官
僚
に
育
成
し
得
た
の
も
、
宋
朝
成
立
後
の
新
た
な
科
挙
官
僚
重
視
と
い
う
政
治
的
動
向
を
鋭
ど
く
先
ど
り
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

五
代
全
期
を
生
き
抜
い
た
地
方
官
と
し
て
の
厳
し
い
体
験
が
重
要
な
作
用
を
は
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
岩
代
に
お
け
る

臨
灘
の
麻
氏
一
族
の
繁
…
栄
の
基
礎
は
こ
の
麻
希
夢
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。

切
宋
代
の
麻
氏

　
（

　
長
編
巻
九
十
一
真
宗
天
工
二
年
（
一
〇
一
八
）
三
月
戊
戌
の
条
に
臨
潴
の
麻
疵
に
関
す
る
記
事
が
見
え
て
い
る
。

　
　
　
河
北
都
転
運
使
送
士
衡
を
知
青
畳
に
卜
し
て
戚
論
に
代
う
。
論
を
以
て
知
鄙
州
た
ら
し
む
。
論
か
っ
て
書
を
作
り
臨
潤
の
麻
氏
に
粟
を

　
　
出
し
て
以
て
饒
民
を
済
わ
ん
こ
と
を
勧
む
。
太
常
丞
致
仕
景
雲
、
之
を
拒
む
。
論
に
答
う
る
の
書
極
め
て
不
遜
。
紛
憤
る
こ
と
甚
し
。
其

　
　
の
事
を
具
奏
す
。
上
怒
り
て
曰
く
、
論
、
面
掛
に
し
て
豪
強
を
抑
う
能
は
ず
。
乃
ち
朝
廷
を
煩
す
や
。
亟
や
か
に
士
衡
に
命
じ
て
之
と
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
う
。
士
衡
至
る
。
麻
茂
粟
富
士
を
具
し
以
て
献
ず
。
景
宗
曰
く
、
吾
宗
に
禍
せ
り
と
。
居
る
こ
と
二
年
に
し
て
麻
氏
破
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
天
繕
二
年
前
後
に
山
東
一
帯
を
お
そ
っ
た
細
謹
に
際
し
て
、
時
の
知
青
峰
戚
論
は
官
有
穀
物
を
放
出
す
る
と
と
も
に
民
間
富
民
に
も
手
持
穀

物
を
供
出
し
て
暴
民
を
救
済
す
る
よ
う
協
力
を
要
請
す
る
。
こ
の
時
臨
瀞
の
麻
氏
も
知
嚢
戚
論
か
ら
直
接
に
協
力
要
請
の
書
状
を
受
け
取
る
。

　
　
　
　
　
　
⑳

太
常
道
（
正
八
買
上
）
で
致
仕
し
た
添
景
宗
は
こ
の
協
力
要
請
を
拒
否
し
、
し
か
も
そ
の
拒
絶
の
書
状
が
少
な
か
ら
ず
無
礼
で
あ
っ
た
た
め
立
論

は
甚
し
く
立
腹
し
て
中
央
に
油
墨
の
非
協
力
的
態
度
を
報
告
す
る
。
ぞ
の
報
告
を
見
て
真
宗
は
在
地
豪
族
を
抑
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
よ
う
で
は
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当
地
の
知
州
は
つ
と
ま
ら
ぬ
と
し
て
更
迭
す
る
。
官
戸
や
富
民
に
対
し
て
畿
鯉
に
穀
物
を
供
出
さ
せ
る
こ
と
は
言
分
、
共
済
と
い
っ
て
あ
る
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
法
的
強
制
力
を
有
す
る
と
と
も
に
そ
れ
以
上
の
倫
理
的
強
調
力
が
存
在
し
て
い
た
。
知
州
の
直
接
的
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
落
丁
で

き
た
の
は
当
地
に
お
い
て
官
府
を
も
し
の
ぐ
と
言
わ
れ
た
麻
氏
の
勢
力
の
大
き
さ
を
う
か
が
わ
し
め
る
に
十
分
で
あ
る
。

　
さ
て
戚
論
に
代
っ
て
知
青
函
に
任
命
さ
れ
た
李
士
衡
が
現
地
に
赴
く
と
麻
残
は
千
鮒
と
い
う
大
量
の
穀
物
を
供
平
す
る
。
一
族
の
安
泰
を
考

え
た
妥
協
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
に
も
「
吾
一
族
に
と
っ
て
は
災
難
だ
わ
い
」
と
平
然
と
う
そ
ぶ
き
な
が
ら
千
竃
も
の
穀
物
を
供

出
で
き
る
財
力
は
非
常
な
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
見
え
る
麻
景
宗
は
こ
の
時
点
で
の
麻
琉
一
族
の
長
と
考
え
ら
れ
る
が
、
燕
三
面
で
み
た
麻
希
夢
の
子
の
景
孫
と
の
関
係
を
見
る
に
、

そ
の
名
前
に
よ
っ
て
同
輩
行
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
兄
弟
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
宗
」
N
8
σ
Q
、
　
「
孫
」
ω
毒
と
い
う
音
の
類
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
ら
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
同
一
人
物
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
欝
欝
の
江
山
虞
撰
に
か
か
る
皇
朝
必
需
類
苑
巻
四
十
一

で
は
麻
希
夢
の
子
と
し
て
「
黒
豆
」
に
作
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
想
定
の
一
助
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
太
平
興
国
年
間
（
九
七
穴
－
八
四
）
に
進

士
科
に
合
格
し
、
天
塩
二
年
（
一
〇
一
八
）
時
に
は
太
常
足
を
退
官
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
常
識
的
に
三
十
歳
で
進
士
合
格
と
仮
定
す
れ
ば
天

嬉
二
年
時
で
七
十
歳
前
後
と
な
る
。

　
次
に
軍
談
録
に
見
え
た
孫
の
温
其
と
立
直
の
兄
弟
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
の
兄
弟
は
と
も
に
大
中
祥
符
年
間
（
一
〇
〇
八
－
一
六
）
の
進
士
科

合
格
で
あ
る
。
天
禧
二
年
に
行
な
わ
れ
た
国
子
監
、
太
常
寺
の
別
試
進
士
の
考
査
が
公
正
を
欠
き
、
不
適
な
人
物
を
礼
部
へ
解
面
し
た
と
し
て

同
年
十
一
月
丁
亥
に
関
係
発
解
官
数
人
が
銅
壷
斤
の
処
罰
を
受
け
る
。
そ
の
な
か
に
太
子
中
允
（
従
八
品
下
）
直
集
賢
院
と
い
う
官
職
を
も
つ
麻

　
　
　
　
　
　
　
⑳

温
血
の
名
が
見
え
る
。
老
年
に
つ
い
て
進
士
合
格
後
約
十
年
弱
で
官
品
は
低
い
な
が
ら
黒
具
を
帯
び
た
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
途
上
に
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
太
常
寺
関
係
の
進
士
科
受
験
者
に
何
ら
か
の
手
心
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
太
常
丞
致
仕
で
あ
る
景
宗
と
景
孫
が
同
一
人
物
で
あ
る

と
の
先
の
想
定
を
強
く
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
父
親
の
在
官
中
の
官
界
で
の
あ
る
種
の
人
間
関
係
が
息
子
に
か
く
の
如
き
行
為
を
な
さ
し
め
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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の
麻
氏
の
弾
圧

　
（

　
五
代
の
青
州
録
事
翼
長
麻
希
夢
以
来
、
臨
潤
に
一
大
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
麻
氏
一
族
が
壊
滅
的
打
撃
を
こ
う
む
る
事
件
が
天
禧
四
年
（
一
〇

二
〇
）
四
月
に
生
ず
る
。
弾
圧
の
直
接
的
原
因
は
景
宗
の
後
を
う
け
て
麻
玩
一
族
の
長
の
立
場
に
あ
っ
た
前
定
職
県
域
と
い
う
下
級
地
方
官
経

験
者
の
藩
士
藩
が
姪
の
麻
温
風
を
殺
害
し
て
証
拠
隠
滅
を
図
り
、
摘
発
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
士
分
は
か
ね
て
か
ら
自
分
に
憾
み
を
も
ち
訴
訟

に
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
温
裕
の
口
を
封
じ
る
た
め
、
三
人
の
家
億
を
使
っ
て
密
室
に
閉
じ
込
め
て
餓
死
さ
せ
、
死
体
を
焼
却
し
た
こ
と
が

発
覚
し
た
の
で
あ
る
。
希
夢
以
来
、
自
己
一
族
の
勢
力
を
伸
張
し
て
き
た
合
壁
の
華
氏
は
宋
の
初
期
、
士
藩
の
代
に
な
る
と
州
県
官
衙
の
威
権

を
上
ま
わ
る
ほ
ど
の
強
大
な
力
を
在
地
に
お
い
て
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
士
瑞
は
女
性
関
係
を
質
し
ま
ず
、
天
文
関
係
の
禁
書
や
武
器
を
隠

匿
し
、
県
内
の
他
人
の
姓
名
を
借
り
て
激
務
の
権
利
を
買
得
し
、
州
県
官
を
無
視
し
た
不
法
行
為
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
頃
心

よ
く
思
わ
な
い
賢
将
黒
革
を
家
母
及
び
そ
の
所
有
地
を
耕
作
す
る
佃
戸
を
使
っ
て
道
に
待
伏
せ
て
重
殺
さ
せ
死
体
を
遺
棄
し
た
が
、
張
珪
は
運

よ
く
蘇
生
し
て
州
に
訴
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
士
培
は
州
の
膏
尊
皇
に
賄
賂
を
つ
か
ま
せ
て
事
件
を
闇
に
葬
り
去
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
鎮

海
節
度
推
究
か
ら
臨
瀬
県
知
県
と
な
っ
た
孫
昌
が
赴
任
す
る
と
麻
希
夢
以
来
ほ
と
ん
ど
黙
認
さ
れ
て
い
た
下
蔭
の
不
法
を
こ
と
ご
と
く
取
締
り

始
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
士
藩
は
刺
客
を
さ
し
む
け
て
殺
す
と
広
言
し
て
桐
潟
を
加
え
る
が
、
孫
昌
は
家
族
を
あ
ら
か
じ
め
他
県
に
避
難
さ
せ
、

自
ら
は
警
備
を
厳
に
し
た
県
衙
に
寝
泊
り
し
、
麻
氏
の
不
法
を
絶
対
に
見
逃
さ
な
い
と
い
う
既
定
方
針
に
い
さ
さ
か
の
変
更
も
な
い
と
い
う
意

志
表
示
を
明
ら
か
に
す
る
、
桐
幅
の
効
果
が
十
分
で
な
い
と
判
断
し
た
士
培
は
、
進
士
王
珪
と
連
名
で
孫
昌
の
県
政
は
公
正
な
ら
ず
と
上
級
官

衙
に
謎
署
す
る
手
段
に
出
る
。
王
珪
と
麻
氏
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
地
方
官
で
あ
れ
官
僚
を
告
訴
す
る
の
に
進
士
の
肩
書
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

人
物
を
告
発
人
に
連
ね
る
こ
と
は
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
二
月
、
侍
御
史
忽
劇
は
士
瑞
に
よ
る
姪
の
温

裕
殺
害
を
口
実
に
従
前
の
諸
々
の
麻
氏
の
不
法
を
摘
発
し
、
遂
に
同
年
四
月
に
直
接
の
当
事
者
士
瑠
の
み
な
ら
ず
麻
氏
一
族
に
対
し
て
徹
底
し

た
処
罰
が
調
え
ら
れ
る
。
士
謡
は
在
地
青
州
で
杖
殺
さ
れ
、
彼
の
兄
で
あ
る
大
理
細
事
（
正
九
贔
）
を
致
仕
し
π
平
安
は
宮
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
福

建
薩
州
に
配
流
さ
れ
る
。
士
培
の
姪
に
当
る
右
正
言
（
従
七
晶
）
直
史
館
に
あ
っ
た
温
帯
は
館
職
を
剥
奪
さ
殖
て
平
常
博
士
（
正
八
製
出
）
監
昇
州
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糧
料
に
左
遷
さ
れ
、
太
本
町
（
正
八
食
上
）
直
集
賢
院
に
あ
っ
た
温
斜
の
弟
温
其
も
同
じ
く
館
職
を
剥
奪
さ
れ
て
監
光
州
酒
税
に
左
遷
さ
れ
る
。

　
そ
の
衛
士
藩
の
手
足
と
し
て
使
役
さ
れ
て
い
た
苑
辛
（
彼
は
歌
里
殺
害
の
下
手
人
で
あ
る
）
ら
家
億
数
人
、
士
培
に
買
収
さ
れ
て
そ
の
不
法
を

黙
過
し
て
い
た
州
県
警
吏
、
士
瑞
が
場
務
の
権
利
を
買
得
す
る
た
め
に
姓
名
を
貸
し
た
者
、
そ
し
て
県
令
譲
告
に
名
を
連
ね
た
進
士
王
珪
ら
は

皆
入
墨
さ
れ
て
善
南
・
福
建
路
な
ど
の
爾
方
鷹
属
の
州
側
室
城
に
流
さ
れ
、
勝
軍
ら
以
外
の
麻
氏
に
隷
属
し
て
い
た
家
憧
五
十
人
は
各
地
に
駐

留
す
る
軍
隊
の
雑
役
夫
と
し
て
使
役
さ
れ
る
と
い
う
処
分
が
行
な
わ
れ
る
。
県
営
一
族
が
所
有
し
て
い
た
財
産
も
処
罰
の
対
象
外
で
は
な
く
、

臨
瀦
の
住
宅
一
区
を
士
璃
の
直
系
子
孫
の
た
め
に
残
す
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
、
麻
氏
の
所
有
し
た
多
数
の
邸
店
の
う
ち
十
分
の
三
は
思
懸
の
房

以
外
の
一
族
に
均
分
さ
れ
て
そ
の
生
活
の
保
証
と
さ
れ
る
以
外
、
残
り
十
分
の
七
は
全
て
国
家
に
没
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
兼
併
拡
大
し
て

き
た
所
有
地
に
関
し
て
は
借
金
の
担
保
と
し
て
質
入
れ
し
た
土
地
を
借
金
や
金
利
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
ず
に
麻
氏
の
所
有
に
帰
し
て
し
ま
っ

た
も
の
は
元
の
所
有
者
が
買
い
戻
す
こ
と
を
許
す
と
い
う
処
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
下
段
一
族
に
対
す
る
処
罰
と
同
時
に
、
麻
氏

が
勢
力
を
重
い
ま
ま
に
ふ
る
っ
て
い
た
臨
溜
県
の
所
轄
で
あ
る
京
東
路
の
勧
農
使
と
副
使
、
青
州
知
州
と
通
判
も
監
督
不
行
届
で
早
早
差
遣
の

処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
五
代
の
平
磯
節
度
使
劉
鉄
の
も
と
で
録
事
参
軍
と
な
っ
た
麻
希
夢
が
耳
管
が
後
漢
と
後
周
の
政
権

交
代
の
混
乱
期
に
殺
さ
れ
た
の
に
乗
じ
て
横
領
し
た
土
地
財
産
を
基
礎
と
し
て
臨
瀦
を
中
心
と
し
て
拡
大
し
た
勢
力
、
及
び
三
代
に
わ
た
っ
て

輩
出
す
る
科
挙
官
僚
、
し
か
も
孫
の
代
に
は
館
職
を
帯
び
た
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
に
つ
く
ま
で
に
育
成
し
、
　
「
麻
氏
教
子
有
法
」
と
在
地
で
称

讃
さ
れ
た
臨
瀦
の
典
型
的
新
興
官
戸
麻
氏
一
族
は
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
蝋
挙
に
没
落
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
麻
氏
一
族
弾
圧
の
過
程
で
官
戸
た
る
資
格
を
剥
奪
さ
れ
る
の
は
士
安
・
士
瑞
兄
弟
直
系
の
家
系
で
あ
り
そ
の
姪
で
あ
る
温
蕾
・
温
其
兄
弟
は

左
遷
さ
れ
は
す
る
が
官
戸
た
る
の
資
格
は
そ
の
ま
ま
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
注
濁
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
温
奇
・
温
其
兄
弟
は
大
中
祥
符

年
間
に
進
士
科
に
合
格
し
、
天
女
四
年
時
に
は
官
僚
は
比
較
的
低
い
な
が
ら
も
直
史
館
や
直
集
覧
院
と
い
う
当
職
を
帯
び
（
既
述
の
ご
と
く
温

其
は
天
禧
二
年
に
す
で
に
直
立
賢
院
を
帯
び
て
い
る
）
、
官
界
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
に
あ
っ
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
　
こ

の
事
件
に
よ
っ
て
吾
妻
を
剥
奪
さ
れ
高
級
宮
僚
へ
の
途
は
ほ
ぼ
絶
望
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。
八
項
室
金
石
補
正
巻
八
十
七
に
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載
せ
る
「
多
士
・
願
題
刻
五
十
六
段
」
の
一
に
「
麻
温
箭
題
名
」
な
る
も
の
が
見
え
、
残
闘
の
た
め
年
次
は
不
詳
で
あ
る
が
次
の
よ
う
に
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
温
醤
の
そ
の
後
の
宮
歴
の
一
部
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
尚
書
職
方
員
外
郎
知
郡
事
麻
温
好
奉
　
御
祝
版
立
秋
日
致
倣

職
方
員
外
郎
は
従
七
二
上
の
官
で
あ
り
、
天
禧
四
年
の
左
遷
時
の
官
が
正
八
贔
下
の
右
正
言
で
あ
る
か
ら
、
知
郡
事
（
こ
の
溶
融
は
華
愚
慮
陰

雲
の
華
嶽
廟
に
あ
り
、
知
塁
砦
と
い
う
の
は
知
華
州
を
指
す
も
の
か
）
と
し
て
地
方
官
で
あ
っ
た
の
は
天
禧
四
年
以
後
に
比
定
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
端
黒
の
肩
書
は
す
で
に
落
さ
れ
て
見
え
て
い
な
い
。
以
後
、
官
僚
と
し
て
臨
瀦
の
諸
氏
の
名
簿
は
柳
代
を
通
じ
て
全
く

姿
を
消
し
去
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
、
長
編
を
主
と
し
て
宋
代
の
麻
氏
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
経
済
的
基
盤
に
つ
い
て
言
え
ば
事
事
一
般
の
官
戸
の
在
地
で
の
あ

り
方
を
特
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
概
略
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
土
地
所
有
で
あ
る
が
、
宋
初
端
操
元
年
に
麻
希

夢
が
官
を
賜
わ
っ
た
当
時
す
で
に
妨
訴
頃
に
及
ぶ
肥
沃
な
土
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
実
録
に
お
い
て
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

大
所
有
地
は
希
夢
が
五
代
後
漢
期
に
平
盧
節
度
使
劉
鉄
が
集
積
し
た
も
の
を
横
領
し
た
も
の
が
中
核
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
そ

の
後
景
宗
・
士
藩
の
二
代
に
わ
た
っ
て
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
天
気
四
年
に
多
量
一
族
が
弾
圧
さ
れ
る
と
、
元
の
所
有
者
に
よ
る
買
い

戻
し
が
許
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
麻
氏
が
手
広
く
金
融
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
借
金
や
金
利
の
担
保
と
し
て
質
入
れ

さ
れ
た
土
地
を
集
積
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
代
土
地
所
有
の
発
展
の
特
質
と
し
て
典
質
に
よ
る
も
の
が
主
要
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
っ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
「
買
場
務
」
と
か
邸
店
所
有
か
ら
う
か
が
え
る
商
業
行
為
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
青
州
は
首
都
開
封
か
ら
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
島
を
経
て
山
東
半
島
部
の
壱
州
に
至
る
出
代
以
来
の
主
要
な
交
通
路
上
に
あ
り
、
麻
幾
勢
力
の
中
心
で
あ
る
臨
潤
県
は
こ
の
ル
：
ト
か
ら
わ

ず
か
に
北
に
位
置
し
て
い
る
。
従
っ
て
商
人
達
の
往
来
の
頻
繁
な
こ
の
地
の
商
務
の
請
負
権
を
買
得
す
る
こ
と
は
大
き
な
商
業
的
利
潤
を
期
待

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
専
売
で
あ
っ
た
酒
の
製
造
と
販
売
、
河
川
の
舟
橋
に
課
せ
ら
れ
る
通
行
税
微
収
業
務
、
そ
の
他
血
税
を
徴
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
⑳

す
る
業
務
の
経
営
権
を
国
家
が
民
間
に
請
負
わ
せ
、
そ
の
権
利
を
罠
間
人
が
買
得
す
る
こ
と
を
「
買
場
務
」
乃
至
は
「
撲
買
難
場
」
と
言
う
。
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己代宋初の新興官僚（愛宕）

入
札
欄
に
よ
っ
て
一
定
金
額
を
国
家
に
納
入
す
れ
ば
、
あ
と
の
収
益
は
す
べ
て
自
己
の
手
に
入
り
、
や
り
方
次
第
で
巨
利
を
得
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
営
利
事
業
は
官
戸
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
頓
智
は
郷
里
の
一
般
民
の
姓
名
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ

て
こ
の
請
負
権
を
買
得
し
、
利
潤
を
追
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
邸
店
を
多
く
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
弾
圧
時
に
十
分
の
七
を
没
収
さ
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
青
碧
に
よ
る
多
数
の
邸
店
経
営
は

署
務
請
負
権
買
得
と
と
も
に
そ
の
盛
ん
な
商
業
活
動
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
日
野
開
三
郎
氏
が
大
著
『
罪
代
溶
食
の
研
究
』
で
詳
論
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
警
巡
の
基
本
的
経
営
業
務
は
旅
宿
業
、
飲
食
業
、
倉
庫
業
の
三
つ
で
、
主
た
る
顧
客
は
遠
距
離
交
易
に
従
事
す
る
客
商
で
あ

っ
た
。
五
代
後
半
以
降
の
商
業
の
大
き
な
発
展
過
程
で
こ
れ
ら
三
業
務
以
外
に
交
通
運
輸
関
係
業
、
売
買
取
引
斡
旋
業
、
金
融
業
等
を
も
兼
業

す
る
も
の
が
現
わ
れ
る
。
麻
氏
の
経
営
す
る
傍
線
は
主
要
交
通
路
に
沿
う
と
い
う
立
地
条
件
に
恵
ま
れ
、
大
い
に
繁
栄
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
。
典
質
に
よ
る
土
地
兼
併
も
こ
れ
ら
の
邸
店
が
兼
業
す
る
金
融
業
の
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
麻
氏
が
大
土
地
所
有
で
あ
る
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
り
で
な
く
、
非
常
に
活
発
な
商
業
行
為
を
営
ん
で
い
る
こ
と
は
宋
代
に
お
け
る
地
主
的
存
在
の
注
目
す
べ
き
姿
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
麻
氏
一
族
の
同
族
内
の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
麻
氏
一
族
の
繁
栄
の
基

礎
を
築
い
た
麻
希
夢
は
「
情
慾
を
少
寡
に
し
、
声
色
を
節
し
、
滋
味
を
薄
く
す
る
」
と
い
う
生
活
態
度
を
貫
い
た
人
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

士
藩
に
な
る
と
長
編
の
意
図
的
編
集
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
　
「
も
と
よ
り
帷
箔
修
め
ず
」
と
そ
の
倫
理
面
を
非
難
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
は
な
は
だ
対
称
的
で
あ
る
。
第
二
に
弾
圧
の
口
実
と
さ
れ
た
廃
藩
に
よ
る
姪
の
温
裕
殺
害
の
原
因
は
財
産
の
分
割
に
お
け
る
争
い
に
あ
っ

た
（
後
掲
毒
水
紀
聞
参
照
）
。
第
三
に
弾
圧
時
に
没
収
を
ま
ぬ
が
れ
た
所
有
財
産
の
う
ち
、
士
瑠
直
系
に
は
住
宅
一
区
が
残
さ
れ
、
十
分
の
三
の
邸

店
は
そ
の
他
の
一
族
に
均
分
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
家
と
族
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
四
に
経
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
の
は

±
藩
・
士
安
兄
弟
の
家
で
あ
り
、
姪
の
温
野
・
温
其
兄
弟
の
家
は
官
戸
た
る
の
資
格
を
失
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
総
合
す
る
と
希
夢

以
来
三
代
臼
の
世
代
で
早
く
も
同
族
内
部
に
お
け
る
分
籍
が
顕
著
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
族
長
的
存
在
に
つ
い
て
み
る
と
、

初
代
の
希
夢
は
と
も
か
く
も
、
盲
管
二
年
疇
で
の
景
宗
を
太
平
興
塩
田
肉
叢
合
格
の
歯
糞
と
同
一
人
物
と
見
な
せ
ば
嫡
長
子
系
統
な
い
し
進
士
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合
格
と
い
う
社
会
的
地
位
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
直
後
の
天
意
四
年
の
弾
圧
時
で
は
希
夢
－
景
宗
（
一
景
孫
）
の
直

系
と
思
わ
れ
る
科
挙
官
僚
化
し
た
温
葡
・
温
其
で
は
な
く
士
璃
が
族
長
的
立
場
に
あ
る
。
土
瑠
・
士
安
兄
弟
の
麻
氏
一
族
内
で
の
騎
行
関
係
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
士
藩
が
族
長
的
存
在
と
な
り
得
た
理
由
に
つ
い
て
は
凋
然
と
し
な
い
。

　
以
上
、
長
編
に
よ
っ
て
粗
代
初
期
真
宗
期
の
麻
氏
弾
圧
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
司
馬
光
の
陳
水
紀
聞
巻
六
で
は
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
異
に
し
て
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
　
　
真
宗
景
徳
の
初
、
契
丹
漉
淵
に
冠
す
。
其
の
游
兵
臨
瀬
に
至
る
。
麻
弧
状
失
千
余
人
を
率
い
て
塗
に
拠
り
て
山
守
す
。
郷
里
之
に
頼
る
。

　
　
全
済
す
る
者
は
な
は
だ
衆
し
。
今
に
至
る
も
基
肚
な
お
存
す
。
之
を
麻
氏
塞
と
謂
う
。
兵
退
く
。
華
氏
器
械
を
敏
め
て
尽
く
官
に
輸
し
、

　
　
十
の
二
三
を
留
め
て
其
の
家
を
認
る
。
麻
温
好
兄
弟
、
皆
進
士
に
挙
げ
ら
れ
館
閣
の
器
官
た
り
。
家
既
に
富
饒
た
れ
ば
斉
に
宗
族
た
り
。

　
　
孤
姪
の
儒
弱
な
る
有
り
。
麻
氏
の
家
長
其
の
財
を
分
つ
こ
と
を
恐
れ
、
幽
し
て
之
を
餓
殺
す
。
事
覚
わ
る
。
姜
遵
、
転
運
使
と
為
り
名
声

　
　
を
樹
て
ん
と
欲
す
。
因
り
て
其
の
家
を
索
し
て
兵
器
及
び
玉
図
書
小
国
を
獲
。
翻
り
て
奏
す
ら
く
、
麻
氏
は
大
富
に
し
て
臨
潜
に
縦
横
た

　
　
り
。
斉
人
臓
服
す
。
私
か
に
兵
継
馬
宝
を
畜
え
、
将
に
不
軌
を
図
ら
ん
と
す
と
。
こ
こ
に
お
い
て
麻
氏
或
い
は
死
さ
れ
或
い
は
流
さ
る
。

　
　
子
孫
の
官
を
有
す
る
者
、
皆
期
せ
ら
れ
籍
を
奪
わ
る
。
家
財
を
没
せ
ら
る
る
こ
と
即
す
る
に
勝
う
べ
か
ら
ず
。
黒
氏
こ
れ
よ
り
遂
に
衰

　
　
⑰
。

　
　
h
つ

　
長
編
が
麻
氏
の
在
地
で
の
横
暴
不
法
ぶ
り
を
こ
と
細
か
に
強
調
し
て
い
る
の
に
対
し
て
深
水
紀
聞
で
は
在
地
地
域
共
同
体
で
の
指
導
的
立
場

の
側
面
を
も
あ
わ
せ
伝
え
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
漕
淵
の
盟
が
結
ば
れ
た
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
契
丹
入
冠
の
時
、
南
下
し
た
契

丹
軍
の
一
部
は
青
登
臨
潤
県
に
ま
で
侵
入
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
麻
氏
は
県
民
千
人
以
上
を
武
装
自
衛
集
団
に
編
成
し
て
要
塞
を
構
築
し
、
郷

里
保
全
の
中
核
に
な
っ
た
。
こ
の
沫
水
紀
聞
の
記
事
は
麻
氏
の
在
地
で
の
も
う
一
つ
の
面
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
麻
茂
弾
圧
に
つ
い
て
の
長

編
の
記
載
は
、
先
に
見
た
と
こ
ろ
の
同
じ
長
編
巻
九
一
天
禧
二
年
に
お
け
る
山
東
地
方
の
磯
饒
に
際
し
て
知
州
の
余
剰
穀
物
供
出
協
力
要
請
を

拒
否
す
る
と
い
う
記
載
と
全
く
同
様
に
あ
く
ま
で
も
宋
朝
の
公
的
秩
序
体
系
に
対
す
る
挑
戦
者
と
し
て
自
己
勢
力
の
拡
大
に
の
み
腐
心
し
、
さ

70　（562）



五代宋初の新興官僚（愛宕）

ら
に
儒
教
的
倫
理
に
も
と
る
と
い
う
姿
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
公
権
力
に
弾
圧
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
図
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
池
水
紀
聞
に
言
う
麻
氏
は
異
民
族
侵
入
と
い
う
非
常
時
に
在
地
人
民
を
統
率
し
て
郷
土
を
自
衛

す
る
行
動
を
起
す
姿
を
伝
え
、
麻
氏
の
地
主
的
郷
村
規
制
力
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
と
は
い
え
、
結
果
的
に
は
郷
土
自
衛
の
指
導
者
と
し
て
郷

民
が
大
き
な
信
頼
を
よ
せ
、
被
害
を
最
少
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
評
価
さ
れ
る
事
実
は
、
燕
談
録
な
ど
が
伝
え
る
「
重
氏
教
子

有
法
」
と
郷
里
で
そ
の
科
挙
官
僚
輩
出
を
称
讃
さ
れ
る
事
実
と
同
一
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
異
な
る
視
点
か
ら
の
二
系
統
の
記
録

資
料
を
総
合
し
て
は
じ
め
て
麻
氏
の
在
地
に
お
け
る
具
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
武
器
を
保
有
し
て
い
た
事
実
は
外
敵
か

ら
の
自
衛
の
た
め
に
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
部
分
は
契
丹
兵
が
退
い
た
後
に
は
政
府
に
さ
し
出
し
、
一
族
護
衛
の
名
目
で
ご
く
一

部
が
残
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
貰
水
紀
聞
の
記
事
が
事
実
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
族
内
に
お
け
る
殺
人
だ
け
で
は
怠
癖
全
体
に

対
す
る
弾
圧
の
q
実
と
し
て
は
十
分
で
は
な
く
、
自
分
の
名
を
高
か
ら
し
め
栄
達
の
手
段
に
し
ょ
う
と
目
ろ
む
侍
御
史
姜
遵
に
よ
っ
て
デ
ッ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

上
げ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
よ
り
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
在
地
で
の
積
極
的
評
価
が
強
調
さ
れ
た
麻
氏
の
姿
は
貯
水
紀
聞
、
燕
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

録
に
始
ま
り
、
以
後
地
方
志
類
に
継
承
さ
れ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
。

　
の
　
弾
圧
後
の
麻
氏
及
び
そ
の
関
係
者

　
（

　
麻
氏
一
族
に
つ
い
て
天
禧
四
年
の
弾
圧
以
後
の
動
向
を
追
跡
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
急
談
至
急
四
高
岳
の
条
に
麻
仲
英
な
る
人
物
に
つ
い
て
の
記
事
が
見
え
る
。
麻
仲
英
は
幼
少
よ
り
俊
才
で
七
歳
で
詩
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

父
が
鼻
嵐
に
赴
任
す
る
の
に
従
っ
て
行
き
、
た
ま
た
ま
当
地
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
宋
白
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
宋
白
が
詩
を
作
ら
せ
る

と
な
る
程
素
晴
し
い
作
品
で
あ
る
。
翌
日
、
宋
白
は
文
房
の
名
晶
と
と
も
に
仲
英
の
才
能
を
称
讃
し
た
「
宣
命
鍬
墨
黒
箋
紙
、
寄
与
賢
立
小
秀

才
、
七
歳
能
吟
天
骨
異
、
前
世
総
記
桂
枝
来
」
と
い
う
詩
を
そ
え
て
お
く
り
届
け
た
。
仲
英
は
十
七
歳
で
科
挙
を
受
験
し
て
失
敗
す
る
。
当
時

彼
は
両
親
を
亡
し
て
生
活
で
き
ず
官
仕
の
意
志
も
な
か
っ
た
の
で
、
郷
里
の
臨
焦
心
弁
士
里
に
あ
る
別
壁
に
戻
り
、
そ
こ
で
読
書
に
没
頭
し
て

豊
か
な
学
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
常
の
生
活
態
度
も
す
こ
ぶ
る
高
潔
で
郷
里
の
信
頼
を
集
め
、
官
府
で
う
ま
く
裁
定
で
き
な
い
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よ
う
な
も
め
事
が
生
じ
る
と
郷
人
は
仲
英
の
と
こ
ろ
に
持
ち
込
み
、
彼
の
判
断
に
頼
っ
た
。
凶
作
で
盗
賊
が
多
く
な
っ
た
歳
に
も
仲
英
の
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

押
入
る
も
の
は
誰
一
人
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
富
弼
、
文
彦
博
が
相
継
い
で
知
青
州
と
し
て
赴
任
し
て
く
る
ど
、
二
人
と
も
書
簡
と
お
く
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
を
届
け
て
敬
意
を
表
し
た
。
就
籍
が
知
青
州
と
な
る
と
息
子
に
書
簡
を
持
た
せ
て
や
り
、
下
棚
に
招
い
て
礼
を
つ
く
す
こ
と
は
な
は
だ
厚
か

っ
た
。
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
詩
を
贈
り
高
潔
な
人
柄
を
朝
廷
に
推
薦
し
た
。
そ
こ
で
詔
が
下
り
仲
英
は
国
子
監
四
門
学
の
助
教
、
州
学
の
教
授

に
任
ぜ
ら
れ
た
。
山
東
一
帯
の
学
者
達
は
誰
も
が
争
っ
て
仲
英
の
門
下
に
入
ろ
う
と
し
た
。
没
年
は
九
十
。
こ
の
仲
英
は
私
、
・
す
な
わ
ち
怪
談

録
の
撰
者
王
閣
之
の
祖
母
長
安
県
露
の
兄
に
当
る
。

　
さ
て
、
こ
の
麻
仲
英
は
王
事
之
の
祖
母
の
兄
で
あ
る
か
ら
、
麻
希
夢
の
孫
に
な
る
訳
で
あ
る
。
幼
少
よ
り
秀
才
と
う
た
わ
れ
な
が
ら
、
十
七

歳
で
一
た
び
科
挙
に
失
敗
す
る
と
、
以
後
そ
の
志
を
さ
つ
ぼ
り
と
捨
て
去
り
、
郷
里
の
別
学
で
書
物
相
手
の
生
活
に
専
念
し
、
彼
の
高
潔
な
生

き
方
と
深
い
学
識
の
ゆ
え
に
郷
里
の
信
望
を
集
め
、
歴
代
の
当
地
州
長
官
の
尊
敬
を
受
け
て
九
十
歳
と
い
う
長
命
を
全
う
し
て
没
す
る
。
十
七

歳
で
科
挙
に
失
敗
し
た
時
期
は
淳
化
二
年
（
九
九
一
）
頃
の
宋
白
の
保
大
節
度
行
軍
司
馬
在
任
期
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
大
ま
か
な
生
葉
を
算
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
開
宝
年
間
（
九
六
八
一
七
六
）
に
生
れ
、
治
平
年
聞
（
一
〇
六
匹
一
六
七
）
に
没
し
た
こ
と
に
な
る
。
富
弼
、
文

彦
博
、
寵
籍
の
知
青
州
在
任
は
全
て
こ
の
間
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
天
禧
四
年
の
玉
鴫
一
族
弾
圧
の
際
に
は
五
十
歳
前

後
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
麻
氏
の
一
員
と
し
て
ま
の
あ
た
り
目
撃
し
た
仲
英
の
心
境
を
う
か
が
わ
し
め
る
す
べ
は
全
く
な
い
。
た
だ
彼
の
世
俗

を
超
越
し
た
高
潔
な
生
き
方
は
麻
民
一
池
中
で
は
異
質
な
存
在
で
あ
り
、
か
つ
無
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
弾
圧
の
対
象
外
に
い
ら
れ
た
大
き
な
要

因
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
学
問
に
専
念
し
た
隠
逸
的
生
活
の
基
盤
で
あ
っ
た
弁
士
里
所
在
の
別
壁
は
数
百
頃
に
も
及
ん
だ
五
言
県
一
帯
に
わ
た

る
広
大
な
一
族
の
所
有
地
の
一
部
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
弾
圧
時
に
官
没
さ
れ
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
彼
の
学
問
生
活
に

重
大
な
支
障
が
生
じ
た
形
跡
は
み
え
な
い
こ
と
や
既
述
し
た
よ
う
に
一
か
所
有
の
邸
店
の
十
分
野
三
が
装
着
を
ま
ぬ
が
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
る

に
、
あ
る
程
度
の
経
済
的
基
盤
は
保
全
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
弾
圧
の
異
象
と
な
っ
た
一
族
の
者
達
の
あ
ま
り
に
も
世
俗
的
な
あ
り
方
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
対
比
に
お
い
て
郷
里
で
の
彼
に
対
す
る
信
望
は
こ
の
事
件
以
後
に
お
い
て
も
高
ま
り
こ
そ
す
れ
低
下
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
莞
然
、
文
彦
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博
、
学
籍
ら
北
宋
の
名
臣
と
称
せ
ら
れ
る
人
物
が
例
外
な
く
少
な
か
ら
ぬ
敬
意
を
表
し
て
い
る
が
、
彼
等
の
知
青
州
在
任
期
は
す
べ
て
天
禧
四

年
の
事
件
以
後
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
。

　
次
に
麻
垂
と
関
係
を
有
す
る
人
物
と
し
て
青
心
学
瀬
の
人
、
芸
評
民
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
長
編
巻
＝
二
五
皇
宗
繰
暦
二
年
置
　
〇
四
二
）

二
月
丙
戌
の
条
に
趙
師
民
を
為
政
重
富
書
に
任
ず
る
記
事
が
見
え
、
そ
こ
に
彼
の
略
歴
を
附
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
天
聖
末
、
考
一
等
に
中
る
。
或
い
は
曰
く
、
器
量
は
乃
ち
青
州
の
大
盗
麻
氏
の
甥
な
り
。
麻
茂
、
豪
希
な
る
こ
と
制
を
験
う
る
に
坐
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
て
賊
殺
さ
れ
、
親
玉
訣
せ
ら
る
。
師
民
以
て
多
士
に
先
ず
る
べ
か
ら
ず
。
遂
に
等
を
降
し
て
及
第
せ
し
む
。
云
々

　
こ
こ
に
血
肥
と
み
え
る
の
は
天
徳
四
年
春
杖
殺
さ
れ
た
、
時
の
一
族
の
長
で
あ
る
士
藩
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
師
民
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

麻
士
官
の
甥
に
当
り
、
麻
仲
英
と
は
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
。
土
民
の
進
士
に
合
格
し
た
天
聖
末
年
は
麻
氏
弾
圧
の
約
十
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、

国
家
権
力
の
側
に
も
青
州
在
地
の
側
に
お
い
て
も
そ
の
事
件
の
記
憶
は
生
々
し
く
残
っ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
広
く
人
材
を
民
間
の
諸
層
に
求

め
る
と
い
う
官
吏
登
用
法
と
し
て
の
科
挙
試
験
に
優
秀
な
成
績
で
舎
擬
し
た
人
物
が
同
時
に
国
家
権
力
に
さ
か
ら
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
麻
氏
の
一

族
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
権
力
の
側
に
と
っ
て
は
二
律
背
反
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
権
力
の
側
の
一

種
の
妥
協
策
と
し
て
下
位
合
格
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
師
民
は
九
歳
で
文
章
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
神
童
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

家
が
貧
し
く
他
人
に
書
物
を
借
り
て
勉
強
す
る
。
曹
璋
、
算
定
が
知
州
と
し
て
青
州
に
あ
っ
た
間
、
と
も
に
礼
を
厚
く
し
て
会
見
を
申
し
入
れ

る
と
い
う
よ
う
に
若
く
し
て
秀
才
の
誉
れ
高
か
っ
た
。
天
聖
八
年
（
一
〇
三
〇
）
に
進
士
科
に
合
格
し
て
以
後
は
学
問
顧
問
官
を
兼
ね
た
地
方
官

を
い
く
つ
か
経
て
五
十
歳
で
都
に
戻
る
。
そ
こ
で
は
廠
籍
ら
名
あ
る
高
級
官
僚
達
の
推
薦
に
よ
っ
て
国
子
監
直
講
に
任
ぜ
ら
れ
、
崇
文
院
検
討

を
経
て
、
慶
暦
二
年
に
は
崇
致
殿
説
書
、
同
四
年
に
天
章
閣
侍
講
、
皇
祐
五
年
間
一
〇
五
三
）
に
は
地
方
に
出
さ
れ
た
い
と
い
う
本
人
の
希
望
で

愚
図
閣
直
学
士
の
館
職
を
帯
び
て
知
耀
州
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
彼
の
最
終
宮
は
刑
部
意
中
で
あ
る
。
子
の
彦
若
も
館
職
を
帯
び
官
は
試
中
書
雑
人

　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
さ
て
こ
の
毛
織
は
官
界
の
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
を
歩
み
な
が
ら
も
実
務
派
宮
僚
で
は
な
く
、
そ
の
学
問
的
能
力
を
評
価

さ
れ
イ
、
高
級
官
に
至
っ
た
人
物
で
あ
る
．
．
幼
少
よ
り
秀
才
と
称
さ
れ
越
州
が
敬
意
を
表
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
、
地
元
青
州
の
州
学
教
授
に
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な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は
郷
里
で
の
学
問
的
、
人
聞
的
評
価
が
高
か
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
ま
た
両
断
ら
高
級
文
人
官
僚
と
交
流
が
あ
っ
た
こ

と
な
ど
前
述
し
た
麻
仲
英
が
無
官
で
あ
っ
た
こ
と
を
除
け
ば
驚
ろ
く
ほ
ど
の
類
似
が
嫌
い
出
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
も
う
一
人
の
麻
氏
と
関
係
を
有
す
る
人
物
は
他
な
ら
ぬ
燕
談
録
の
撰
者
、
王
閣
之
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
彼
の
祖
母
で
あ
る
長
安
県
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

は
麻
希
夢
の
孫
で
、
麻
仲
英
の
妹
で
あ
る
。
彼
は
治
平
四
年
（
一
〇
六
七
）
の
進
士
科
合
格
で
、
元
豊
元
年
（
一
〇
七
八
）
に
博
州
高
唐
県
令
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

祐
六
年
（
一
〇
九
一
）
に
知
慮
東
諸
、
紹
聖
二
年
（
一
〇
九
五
）
に
知
忠
州
と
い
う
よ
う
に
地
方
宮
を
歴
任
し
た
。
彼
の
妻
石
氏
は
石
煕
載
の
曾
孫

　
　
＠

に
当
る
。
石
真
書
は
後
整
容
徳
六
年
（
九
五
九
）
の
進
士
科
合
格
で
、
宋
初
に
太
宗
が
売
州
泰
二
軍
節
度
使
を
領
し
た
時
に
掌
書
記
と
し
て
谷
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
パ

さ
れ
て
以
来
、
太
宗
の
信
頼
を
得
て
戸
部
尚
書
・
櫃
密
使
、
尚
書
右
僕
射
と
い
う
最
高
の
官
に
ま
で
至
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
王
開
之
の
姑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
夫
は
趙
奮
卿
で
、
趙
態
度
の
孫
に
当
る
と
い
う
。
電
文
度
は
白
雨
清
泰
三
年
（
九
三
六
）
の
進
士
科
舎
格
で
、
北
漢
の
劉
崇
の
も
と
で
門
下
侍

郎
兼
言
密
使
に
ま
で
至
り
、
宋
の
開
宝
二
年
（
九
謄
躍
）
に
宋
に
降
っ
て
以
後
、
数
鎮
の
節
度
使
を
経
て
同
七
年
に
六
十
一
歳
で
没
す
る
。
詩
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
あ
る
文
人
タ
イ
プ
の
人
物
で
観
光
集
と
い
う
文
集
を
残
し
た
。
彼
の
本
貫
は
宋
史
本
伝
で
は
葡
州
漁
陽
と
す
る
が
、
燕
談
録
巻
七
で
は
青
州

と
し
て
い
る
。
孫
の
容
態
が
樗
蒲
臨
再
遊
の
黒
馬
を
妻
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
代
に
は
青
州
に
移
翻
し
て
い
た
も
の
か
と
思
わ

れ
る
。

　
麻
属
を
め
ぐ
る
右
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
次
頁
の
ご
と
く
に
な
る
。

　
直
接
的
婚
姻
関
係
を
も
つ
趙
区
民
、
幕
開
之
の
一
族
は
と
も
に
麻
氏
と
同
じ
く
蘇
州
二
心
県
を
本
貫
と
し
、
文
人
的
性
格
が
濃
厚
な
点
を
指

摘
で
き
る
。
新
興
官
戸
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
王
關
之
一
族
を
媒
介
と
し
て
つ
な
が
る
趙
文
度
、
石
煕
載
は
と
も
に
五
代
期
に

科
挙
に
合
格
し
、
五
代
末
な
い
し
宋
初
に
高
級
官
僚
と
な
り
、
子
孫
は
宋
朝
の
官
僚
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
麻
希
夢
以
来
の
麻
氏
一
族
の
官

戸
化
の
過
程
と
全
く
同
一
形
態
の
成
長
の
姿
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
宋
初
に
こ
れ
ら
新
興
の
官
鹸
化
し
た
諸
族
が
地
域
共
同
体
的
な
場

で
相
互
に
婚
姻
関
係
を
結
び
な
が
ら
成
長
し
て
ゆ
く
こ
と
は
注
鼠
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
弾
圧
後
の
麻
幾
一
族
及
び
そ
の
婚
姻
関
係
者
を
中
心
に
追
跡
し
得
た
の
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
天
禧
四
年
の
事
件
か
ら
百
年
を
経
た
北
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五代宋初の新興官僚（愛宕）

宋
最
末
期
の
徽
宗
宜
和
年
間
（
＝
一
九
～
二
五
）
に
お
け
る
麻
黄
の
動
向
を
伝
え
る
も
の
が
あ
る
。
北
宋
後
期
か
ら
南
置
初
め
に
か
け
て
の
三

盛
撰
に
か
か
る
蘇
蜜
紀
聞
巻
二
、
二
富
室
曲
直
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
宣
和
年
間
に
「
青
州
の
麻
員
外
の
家
至
仁
。
麻
十

万
家
と
号
す
。
（
中
略
）
果
し
て
州
民
平
氏
有
り
。
其
迄
三
世
。
其
祖
、
銭
十
万
を
以
て
庫
に
鎮
め
て
よ
り
、
未
だ
嘗
っ
て
用
い
ざ
る
な
り
」
と

あ
っ
て
、
青
州
の
麻
氏
の
健
在
を
示
す
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
麻
員
外
と
は
工
部
員
外
郎
致
仕
の
麻
希
夢
を
、
三
世
と
は
麻
希
夢
、

景
孫
（
景
宗
）
、
温
紆
・
温
其
を
、
従
っ
て
聖
心
と
は
麻
希
夢
を
意
味
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
自
明
で
あ
り
、
宣
和
年
間
に
か
く
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
安

（
八
九
四
…
九
八
九
）

麻
希
夢

漏
喉
・
殺
・

　
趙
　
某

篇

九
七
六

，1

し八

四
進
tl：

一ち
　　ヨ

L ：f3
fJIIL

　
L

席

氏

趙
玉

　
　
　
　
趙
師
民
i
一
彦
若

　
　
　
　
盟
灘

　
　
　
　
（
九
七
〇
9
・
1
一
〇
山
ハ
五
ウ
・
）

　
　
　
　
仲
　
英

　
　
　
　
長
安
縣
君

躯
載四
　　　1

　　　八

　　　IJq

又九

度四
　　　’

　　　七

　　　四

　　き　　　　　じ　ハ

　鋏冗曜王＿
　部　八　　崇

從齢晋＿王○
簡簡実卿氏
　1　集
　1　賢
　1　校
　1　理
　ぴ　　　　　

右　　　毒 （一

Z
山
ハ
七
進
士
）

手
写
之

氏

と
き
青
州
の
毎
回
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
歴
史
的
事
実
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
記

事
の
概
要
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
「
五

代
後
奮
の
時
に
割
譲
さ
れ
て
以
来
、
遽
の
領

有
に
帰
し
て
い
た
燕
雲
十
六
州
の
一
部
六
州

が
寛
和
五
年
、
六
年
に
金
と
約
を
結
ん
で
遼

を
爽
撃
し
て
回
復
で
き
た
が
、
莫
大
な
軍
事

費
の
捻
出
に
苦
慮
し
た
結
果
、
全
国
の
丁
男

に
免
夫
銭
を
課
す
こ
と
に
な
っ
た
。
海
州
懐

仁
県
の
楊
六
秀
才
の
寡
婦
劉
氏
は
免
夫
銭
の

督
促
が
厳
し
く
同
県
下
の
貧
下
戸
が
苦
し
む

の
を
見
て
、
家
財
十
万
綬
を
代
納
し
、
空
に

な
っ
た
蔵
に
仏
壇
を
設
け
て
三
昼
夜
供
養
を

行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
翌
朝
、
空
の
は
ず
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の
蔵
に
は
元
ど
お
り
き
っ
か
り
十
万
繕
の
銭
で
う
ま
っ
て
い
た
。
大
い
に
驚
い
て
心
妾
り
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
青
州
の
麻
幾
の
蔵
か
ら
一
晩
に

し
て
十
万
繕
が
消
え
う
せ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
麻
氏
の
財
が
不
思
議
に
も
天
駆
け
て
寡
婦
劉
氏
の
蔵
を
満
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
寡
婦
劉

氏
は
麻
氏
に
返
そ
う
と
す
る
が
、
天
理
で
あ
る
と
し
て
ど
う
し
て
も
受
け
と
ら
な
か
っ
た
。
寡
婦
劉
属
は
そ
の
十
万
繕
を
一
銭
た
り
と
も
私
有

せ
ず
、
貧
民
に
施
こ
し
、
仏
道
の
観
宇
修
理
な
ど
に
寄
附
し
た
。
そ
の
後
、
寡
婦
劉
氏
の
家
は
以
前
に
も
増
し
て
富
裕
に
な
っ
た
」
と
．
い
う
も

　
　
　
＠

の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
仏
教
的
な
因
果
応
報
の
色
彩
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
、
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
弾
圧
以
前
の
青
州
で
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

大
勢
力
を
振
っ
た
麻
氏
の
存
在
と
、
そ
の
百
年
後
の
宣
和
六
年
（
一
＝
西
）
の
免
工
銭
賦
課
と
い
う
二
つ
の
歴
史
的
事
実
を
時
間
的
距
た
り
を

無
視
し
て
組
み
合
せ
作
ら
れ
た
説
話
で
あ
る
と
断
定
で
き
よ
う
。

　
春
巻
紀
聞
に
見
え
た
宜
和
年
間
の
青
州
麻
氏
の
存
在
に
つ
い
て
そ
の
虚
構
性
を
検
証
し
た
の
は
こ
の
麻
氏
一
族
が
い
わ
ば
伝
説
化
さ
れ
る
ほ

ど
魚
苗
に
お
け
る
代
表
的
新
興
層
と
し
て
記
憶
さ
れ
続
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
伝
承
過
程
の
ご
く
初
期
の
具
体
例
と
し
て
示
し
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
麻
氏
が
非
常
な
財
産
家
で
あ
り
な
が
ら
三
代
に
わ
た
っ
て
一
銭
た
り
と
も
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
在
地

郷
村
に
対
し
て
一
切
の
救
済
的
行
為
を
拒
否
す
る
冷
酷
な
存
在
と
し
て
非
難
の
意
味
が
認
め
ら
れ
、
先
に
み
た
長
編
に
記
さ
れ
た
麻
氏
の
一
面

と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
寡
婦
劉
氏
の
返
却
を
天
の
理
に
違
い
人
情
に
そ
む
く
と
し
て
潔
よ
く
そ
の
受
領
を
こ
と
わ
る
姿

は
仏
教
的
説
話
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
称
讃
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
先
の
燕
談
録
が
伝
え
る
在

地
郷
村
で
の
積
極
的
な
評
価
と
通
ず
る
面
を
示
し
て
い
る
。
か
く
春
渚
紀
聞
で
は
い
わ
ば
伝
説
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
な
が
ら
、
好
悪
両
面
を
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

だ
あ
わ
せ
も
つ
伝
承
過
程
の
初
期
的
段
階
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
南
宋
の
皇
朝
事
宝
類
苑
に
な
る
と
断
片
的
で
は
あ
る
が
マ
イ
ナ
ス
の

側
面
は
消
え
去
り
、
．
プ
ラ
ス
側
面
の
み
が
記
さ
れ
、
元
の
斉
乗
以
下
そ
の
後
の
地
方
志
類
の
記
載
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
の
地
方
志
か
ら
み
た
購
氏

　
（

　
臨
轡
型
の
麻
氏
一
族
の
在
地
に
お
け
る
痕
跡
を
関
係
地
方
志
に
求
め
て
み
よ
う
。
康
煕
臨
瀦
梁
志
の
編
纂
者
で
あ
る
富
盛
章
に
「
野
里
河
記
」

な
る
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。
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t一一一一 C／

　
　
余
、
薪
水
鷹
よ
り
天
斉
淵
に
往
く
。
余
の
別
業
な
り
。
陰
雨
に
し
て
濠
中
に

　
　
迷
い
一
小
村
落
を
過
ぐ
。
麻
家
河
な
り
。
児
時
よ
り
屡
ば
其
地
を
経
。
余
、
’

　
　
壬
子
（
康
煕
十
一
年
）
に
臨
潤
志
を
即
す
る
に
お
よ
ん
で
始
め
て
麻
学
士
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
居
た
る
を
知
れ
り
。
父
温
箭
、
子
希
孟
み
な
状
元
た
り
。
宋
の
太
平
興
国
、

　
　
端
供
の
問
に
在
り
て
一
時
の
進
士
第
に
登
る
者
二
十
人
。
半
ば
は
宰
執
た
り
。

　
　
盛
ん
と
謂
う
可
し
。
知
る
に
竃
績
寂
々
と
し
て
後
に
伝
わ
る
な
し
。
即
ち
吾

　
　
郷
の
汲
古
多
聞
の
撃
嘉
た
其
の
姓
宇
を
識
薯
あ
ら
ぶ
燭
・
秀

　
誇
張
さ
れ
か
つ
伝
聞
の
誤
り
が
か
な
り
目
に
つ
き
聴
代
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る

が
、
要
す
る
に
宋
初
に
科
挙
に
合
格
し
て
高
級
官
僚
と
な
っ
た
下
姓
の
人
物
が
こ

の
臨
溜
県
か
ら
出
た
こ
と
が
約
六
百
年
後
の
清
初
に
も
伝
え
ら
れ
、
そ
の
居
住
地

も
残
っ
て
い
る
が
彼
等
の
官
歴
な
ど
具
体
的
な
こ
と
は
一
切
不
明
だ
と
い
う
。
こ

の
こ
と
は
天
六
四
年
の
麻
氏
弾
圧
事
件
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
に

猛
襲
す
る
事
柄
は
完
全
に
郷
里
に
お
け
る
記
憶
か
ら
消
し
去
ら
れ
て
、
　
「
麻
幾
教

子
有
法
」
と
称
讃
さ
れ
た
部
分
の
み
が
火
き
く
誇
張
さ
れ
つ
つ
伝
え
ら
れ
た
と
い

う
伝
承
過
程
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
見
え
る
麻
家
河
は

村
落
名
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
同
名
の
河
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
二
河
と
い
う
広

さ
深
さ
六
尺
の
小
河
の
別
名
で
あ
り
東
十
社
麻
家
謝
上
荘
の
西
を
経
由
し
て
広
饒

　
　
　
　
　
　
　
⑭

県
界
に
至
る
と
い
う
。
臨
潤
県
城
北
三
十
里
に
位
置
す
る
東
十
社
に
麻
家
樹
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

荘
、
前
・
後
下
荘
と
い
っ
た
村
が
あ
り
、
民
国
十
五
年
製
印
の
十
万
分
の
一
の
地
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図
（
以
下
地
図
と
略
称
）
で
は
東
十
社
内
の
諸
村
は
県
城
東
北
約
十
五
キ
ロ
の
広
饒
県
界
に
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
地
図
1
）
。
麻
家
河
、
麻

家
謝
と
い
う
名
称
は
か
っ
て
こ
の
地
に
一
大
勢
力
を
有
し
た
宋
代
初
期
の
建
議
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
　
「
麻
学

士
の
故
居
」
と
は
宣
統
二
年
序
の
山
東
省
保
存
古
蹟
事
項
統
計
表
五
三
葉
青
州
府
六
事
漁
県
の
項
に
「
宋
工
部
侍
郎
麻
景
孫
故
里
。
城
東
北
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

家
並
」
と
あ
る
も
の
と
一
致
し
よ
う
。
ま
た
民
国
四
年
山
東
通
志
巻
三
七
彊
域
志
三
古
蹟
四
の
条
に
は
「
麻
希
孟
墓
在
県
境
。
希
孟
、
宋
工
部

侍
郎
」
と
見
え
、
員
外
郎
を
侍
郎
と
誤
っ
て
は
い
る
が
麻
希
夢
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
存
在
を
知
る
。
民
国
臨
瀞
県
管
巻
三
古
蹟
志
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
麻
希
夢
墓
在
孫
王
荘
附
近
」
と
よ
り
具
体
的
な
地
域
を
い
っ
て
い
る
。
麻
王
荘
は
県
城
西
二
十
五
里
の
西
九
社
に
含
ま
れ
る
村
で
あ
る
。
地

図
で
は
県
城
北
西
約
豊
海
キ
ロ
に
馬
添
荘
な
る
地
名
が
あ
る
。
地
図
の
こ
の
付
近
に
見
え
る
い
く
つ
か
の
地
名
が
県
志
の
記
載
と
一
致
す
る
か

ら
、
こ
こ
が
西
九
社
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
麻
、
馬
は
全
く
同
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
付
近
に
伝
麻
希
夢
の
墓
を
比
定
で
き
る
。

こ
の
麻
王
畿
に
源
を
発
し
西
十
社
大
夫
店
を
経
由
し
、
東
流
し
て
康
福
河
に
流
入
す
る
麻
家
溝
な
る
広
さ
深
さ
と
も
に
数
尺
の
小
河
が
流
れ
て

　
⑧

い
る
。
こ
れ
ら
苦
言
荘
、
麻
家
構
と
い
う
名
称
も
麻
氏
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
臨
潴
県
北
部
及
び
東
北
部
の
広
言
県
界

に
か
け
て
の
一
帯
に
民
国
初
時
に
お
い
て
な
お
麻
氏
に
関
連
す
る
痕
跡
を
多
く
無
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
宋
初
に
お
け
る
当
地

で
の
麻
氏
一
族
の
勢
力
の
大
き
さ
を
う
か
が
わ
し
め
る
に
十
分
で
あ
る
。
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①
太
宗
皇
帝
実
録
巻
四
十
三

　
　
端
撲
元
年
正
月
乙
亥
。
　
（
中
略
）
下
制
聞
。
　
（
中
略
）
民
有
年
七
十
已
上
見
為

　
家
長
、
脅
年
宿
徳
為
郷
里
所
宗
者
。
宜
令
本
州
聯
名
以
上
。
当
賜
爵
一
級
。

②
　
岡
右
書
巻
四
十
四

　
　
（
端
換
元
年
五
月
）
丙
申
。
賜
諸
道
高
年
一
百
～
．
十
七
人
無
為
公
士
。
以
正
月

　
乙
亥
詔
書
従
事
。

　
続
資
治
通
鑑
長
編
巻
二
十
九
同
条
で
は
、
琢
二
十
九
人
に
作
る
。

③
同
伴
書
巻
四
十
四
、
輪
換
元
年
正
肩
乙
朱
の
条

　
以
前
青
州
録
事
参
軍
麻
希
夢
理
工
部
員
外
郎
致
仕
。
希
薄
、
北
海
人
也
。
梁
瀧

　
徳
二
年
、
擢
明
経
第
。
累
居
宰
字
之
任
。
素
有
寅
幹
。
凡
所
践
歴
皆
有
能
名
。
以

　
老
退
居
臨
涌
。
有
美
中
数
百
頃
、
積
貨
鍍
万
。
年
九
十
五
、
歯
髪
不
衰
。
上
閣
其

　
属
寿
、
福
歪
閾
下
、
対
於
便
殿
、
恩
賜
金
紫
。
困
有
是
命
。
放
帰
一
畿
。
黙
年
而

　
卒
。
希
夢
居
郷
里
常
兼
艸
不
法
。
毎
持
州
郡
吏
之
長
短
横
面
。
営
丘
人
皆
畏
之
。

④
　
不
平
集
巻
二
十
八
、
制
諸
の
条
「
大
理
司
直
前
青
州
録
事
参
軍
・
麻
僑
夢
可
守
工

　
部
員
外
郎
致
仕
」
勅
具
官
麻
希
夢
。
朕
網
位
十
有
三
載
。
天
下
無
事
。
思
勧
農
務

　
本
。
躬
耕
籍
田
。
改
元
。
乃
二
物
維
新
。
発
号
翔
均
熱
燗
慶
。
可
照
照
古
道
筏
高

　
年
。
由
是
激
書
。
有
賜
爵
～
級
懸
命
。
而
希
夢
年
過
九
十
。
以
伏
図
之
経
術
寿

　
考
。
無
罪
冒
途
。
而
為
廷
尉
属
寮
。
兼
憲
府
之
職
。
督
郵
罷
秩
。
願
養
子
家
。
守
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蓬
上
言
。
縣
灘
引
見
。
嘉
其
華
皓
。
是
用
族
陞
。
栄
之
列
宿
之
班
。
優
以
懸
車
之

　
秩
。
所
以
表
朕
養
老
尚
歯
之
意
也
。

　
園
錫
が
端
撲
元
年
当
晴
に
知
制
詰
で
あ
っ
た
こ
と
は
威
平
集
巻
首
の
萢
仲
俺
撰

　
「
田
司
徒
墓
誌
銘
」
及
び
宋
史
巻
二
九
三
本
伝
参
照
。

⑤
　
後
漢
書
俵
巻
三
十
五
墨
黒
伝
注
所
引
替
官
虚
日
。
督
郵
・
功
曹
。
郡
之
極
位
。

　
通
典
巻
三
十
三
職
官
十
五
総
論
郡
佐
の
条

　
議
事
。
漢
有
之
。
掌
監
属
察
。
有
東
西
南
北
中
部
。
謂
之
五
部
督
郵
也
。
督
郵
。

　
功
曹
之
極
位
。

⑥
旧
五
代
史
記
歌
調
高
祖
宣
下
、
資
治
通
鑑
巻
二
八
八
参
照
。

⑦
全
唐
文
巻
八
五
六
李
元
熱
「
上
六
事
疏
」
に
劉
錬
の
轡
州
魂
鎮
期
の
暴
政
に
つ

　
い
て
具
体
的
な
指
摘
が
見
え
て
い
る
。
李
黒
熱
は
劉
鉄
の
更
迭
二
年
後
の
後
周
広

　
順
二
年
（
九
五
一
一
）
に
平
慮
節
度
使
管
下
の
甲
州
北
海
累
令
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物

　
で
あ
る
。

⑧
　
旧
五
代
史
巻
～
〇
七
、
叛
五
代
史
巻
三
〇
本
伝
参
照
。

⑨
唐
六
典
巻
繊
〇
に
通
じ
。
六
典
で
は
「
府
」
を
「
付
」
に
作
る
。

⑩
　
厳
強
縮
「
樽
代
府
州
僚
佐
考
」
（
『
唐
史
研
究
叢
稿
』
所
収
一
九
六
九
）
の
第
二

　
章
「
司
録
・
録
薬
参
軍
」
で
廠
代
後
半
以
後
の
録
事
参
軍
の
権
限
拡
大
に
つ
い
て

　
豊
富
な
資
料
を
列
挙
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
周
藤
吉
之
「
五
代
簸
度
使
の

　
支
配
体
綱
」
（
『
宋
代
経
済
史
研
究
』
所
収
一
九
六
二
）
で
は
、
代
判
の
弊
害
が
指

　
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
五
代
期
に
お
い
て
節
度
使
・
刺
史
は
武
人
で
書
を

　
知
ら
ず
、
随
身
・
僕
使
に
郡
政
を
委
ね
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
を
代
判
と
称
し
た

　
が
、
彼
等
は
勢
い
を
認
ん
で
遡
求
を
捜
ま
ま
に
す
る
の
で
、
節
度
・
観
察
判
官
や

　
軍
・
事
判
官
と
い
っ
た
纂
職
官
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
生
ず
る
。
こ

　
こ
に
は
録
誤
参
軍
の
名
は
見
え
な
い
が
、
郡
政
に
関
し
て
は
以
上
の
よ
う
な
文
人

　
幕
職
宮
に
も
ま
し
て
録
事
参
軍
が
実
務
に
習
熱
し
て
い
る
立
場
に
あ
り
、
節
度
使

　
や
刺
史
の
職
務
代
行
と
し
て
は
最
適
で
あ
る
。
経
世
と
麻
希
夢
の
開
係
は
そ
の
典

　
型
と
言
え
る
。

⑪
評
註
⑳
参
照
。

⑫
後
註
⑰
参
照
。

⑬
通
鑑
巻
二
八
九
参
照
。

⑭
　
問
前
。

⑮
漢
書
巻
二
八
地
理
最
上
斉
郡
臨
瀦
県
の
条
の
臣
贋
注
に
「
臨
海
即
応
丘
也
。
云

　
々
」
と
あ
る
。

⑯
　
羅
水
熱
談
論
巻
三
空
節
（
知
不
足
斎
叢
書
本
）
。
端
舟
初
。
太
宗
詔
訪
天
下
高

　
年
。
前
青
州
録
菓
参
軍
麻
希
夢
。
年
九
十
余
。
居
臨
溝
。
召
至
酬
下
。
延
見
便

　
殿
。
賜
諺
語
。
極
従
容
。
詞
及
人
離
利
害
。
対
之
尤
詳
。
多
蒙
聴
納
。
壱
日
。
訪

　
出
養
生
之
理
。
対
日
。
臣
無
他
術
。
上
滑
寡
食
慾
。
節
声
色
。
薄
滋
味
。
故
得
至

　
此
。
詔
以
為
尚
書
工
部
熱
中
致
仕
。
賜
金
紫
。
工
部
好
学
。
善
訓
子
孫
。
子
景

　
孫
。
興
国
中
鷺
進
士
甲
科
。
孫
薄
薄
・
温
錆
。
祥
符
馬
糧
継
登
進
士
第
。
為
天
下

　
第
三
人
。
衣
冠
以
為
盛
事
。
面
天
下
称
麻
氏
教
子
有
法
。
予
祖
母
長
安
県
君
。
工

　
部
孫
也
。
故
聞
之
詳
。

⑰
　
長
編
巻
九
一
真
宗
聖
霊
二
年
三
月
戊
戌
の
条
。
　
「
戊
戌
。
越
河
北
都
転
運
使
李

　
士
衡
十
二
州
。
代
謬
論
。
難
論
知
郷
州
。
論
嘗
韻
書
。
空
事
酒
麻
氏
出
粟
以
済
磯

　
民
。
太
壁
上
致
仕
景
宗
姫
之
。
答
論
書
極
不
遜
。
輪
憤
甚
。
具
奏
其
事
。
上
怒

　
日
。
論
選
儒
不
能
抑
豪
強
。
乃
煩
型
裏
曲
。
実
記
士
衡
代
之
。
士
衡
至
。
麻
氏
具

　
粟
千
触
以
献
。
自
宗
日
。
禍
吾
宗
突
。
居
二
年
而
麻
氏
破
。
」

⑱
長
編
巻
心
〇
真
宗
天
繭
元
年
八
月
出
子
「
令
江
畔
発
運
使
漕
米
三
万
石
。
由
海

　
　
　
　
マ
マ

　
路
送
雪
融
密
州
。
愚
筆
西
安
撫
使
張
廓
窮
理
也
。
」
同
巻
九
一
天
確
二
年
正
月
丙

　
辰
「
知
青
州
戚
論
誌
以
官
空
寂
粟
二
千
餓
愚
智
。
米
万
魁
偉
直
幽
羅
。
日
済
貧
民
。

　
従
之
。
」
同
四
月
戊
子
「
上
三
災
診
頓
息
。
流
庸
皆
復
。
庚
寅
。
聖
天
下
死
罪
一

　
等
。
流
以
下
釈
之
。
（
中
略
）
大
名
府
登
霞
瀬
密
脅
潤
州
免
十
之
四
。
」

⑲
宋
紙
巻
烹
〇
六
戚
論
伝
。

⑳
　
以
下
弾
初
の
官
品
は
宮
騎
市
定
「
宋
代
官
舗
序
説
」
　
（
佐
伯
霞
割
『
宋
史
職
官

　
志
索
引
』
一
九
六
三
）
に
よ
っ
た
。
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⑳
　
救
荒
塩
田
書
巻
一
「
天
禧
元
年
躍
月
。
減
雲
壌
日
成
上
君
。
本
州
當
践
儲
蓄
蹴

　
麟
不
少
。
近
来
不
住
増
其
価
直
。
乞
差
使
臣
導
通
判
点
検
逐
戸
数
目
。
量
留
一
年

　
之
費
外
。
嘉
祥
符
八
年
秋
時
。
毎
餓
止
官
銭
十
五
文
。
省
尽
令
出
羅
以
済
貧
民
。

　
詔
只
依
前
後
勅
旨
。
勧
誘
出
座
。
余
不
得
行
。
慮
擾
民
也
。
燭
日
。
寓
亀
有
米
。
本

　
欲
纏
銭
。
官
司
迫
之
。
愈
見
蔵
匿
。
須
当
職
術
以
歯
之
。
其
術
謂
何
。
臣
薄
墨
兵
端
傾
篇
論
之

　
詳
夷
。
然
購
祖
宗
不
従
。
尊
威
上
雷
。
翼
識
大
体
。
」
淵
巻
二
勧
説
の
灸
参
照
。

＠
　
四
諦
全
書
総
園
提
要
巻
二
三
に
よ
れ
ば
南
宋
初
期
の
紹
興
十
五
年
（
…
　
四
五
）

　
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
書
は
山
辺
を
況
基
と
作
る
な
ど
や
や
俵
写
の

　
誤
り
が
あ
る
。

㊥
　
長
編
巻
九
二
天
禧
二
年
十
一
月
丁
亥
「
命
翰
林
学
士
承
旨
晃
炮
・
知
制
詣
陳
舞

　
容
於
秘
書
閣
再
考
国
子
監
及
太
常
寺
別
試
進
士
文
巻
。
上
其
名
。
認
国
子
監
従
上

　
解
二
十
人
博
太
常
寺
六
人
。
開
封
府
國
子
盤
太
常
単
発
解
官
皆
坐
鷹
挙
不
実
責
。

　
（
中
略
）
洪
州
太
子
中
允
直
集
賢
院
麻
温
其
。
（
中
略
）
罰
銅
十
斤
。
」

⑭
　
全
唐
詩
第
十
一
鹸
第
七
冊
に
麻
温
其
の
「
登
岳
陽
楼
」
な
る
詩
を
収
め
、
彼
の

　
世
次
爵
里
は
不
明
と
し
て
い
る
。
恐
ら
く
陶
一
人
物
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
宋
人

　
の
作
品
が
全
唐
詩
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
編
纂
の
錯
誤
で
あ
る
。

⑮
　
淳
化
五
年
（
九
九
四
）
十
月
郡
下
に
青
州
平
盧
軍
は
鎮
海
軍
と
改
名
さ
れ
る
。

⑳
　
燕
談
録
の
撰
者
王
聴
之
の
祖
母
は
麻
氏
出
身
で
、
王
氏
・
麻
氏
は
婚
媛
関
係
が

　
あ
る
。
王
瑳
は
こ
の
王
氏
の
一
、
族
か
も
知
れ
な
い
。

⑳
　
隆
平
集
巻
十
姜
遵
俵
に
は
「
初
遵
為
御
史
。
蛍
暴
君
州
大
聖
闘
士
瑞
不
法
事
。
詔

　
実
案
訣
之
。
」
と
あ
る
が
、
宋
史
巻
二
八
八
本
伝
そ
の
他
の
伝
記
資
料
に
は
関
連

　
記
事
は
見
え
な
い
。

⑱
　
長
編
巻
九
五
養
鰻
躍
年
四
月
丙
申
「
杖
豊
前
定
陶
県
尉
半
半
瑞
於
青
州
。
其
兄

　
大
理
評
審
致
仕
士
安
剛
籍
配
隷
汀
州
。
姪
右
正
言
直
史
館
混
甜
・
蔓
荊
承
（
丞
）

　
漁
具
算
勘
温
其
並
襲
職
。
温
請
改
太
常
博
士
監
昇
州
糧
料
。
温
其
監
光
州
酒
税
。

　
家
僅
萢
辛
等
及
州
院
司
理
院
典
級
・
冨
名
買
場
務
人
・
借
詞
進
士
王
様
等
並
鯨
面

　
丁
重
広
南
福
建
遠
隔
州
軍
牢
城
。
家
値
五
十
人
分
隷
諸
軍
。
以
臨
潤
宅
一
区
給
其

家
。
邸
店
資
財
取
自
運
三
均
給
其
族
。
自
余
悉
籍
之
。
其
田
荘
本
函
平
債
呑
併
典

　
質
者
。
鼻
元
主
紋
鱗
。
ホ
路
勧
農
使
副
・
膏
州
知
殉
通
判
官
降
等
差
遣
。
初
士
罵

祖
希
只
事
多
難
右
府
鐵
。
専
以
下
克
聚
繊
為
己
任
。
兼
井
恣
横
。
用
致
鈍
万
。
至

　
士
藩
累
世
益
豪
綾
、
郡
境
感
量
過
誤
官
府
。
士
瑠
三
里
箔
不
修
。
又
私
蓄
天
文
禁

　
書
兵
器
。
姪
温
裕
先
有
憾
。
常
置
訟
之
。
士
籍
催
。
乃
繁
之
密
室
。
命
萢
辛
等
三

　
僕
更
守
。
絶
其
飲
食
。
数
目
死
。
即
焚
之
。
費
目
怒
鎮
将
張
珪
。
遣
家
僅
張
正
等

率
民
夫
伺
蛍
窓
途
中
殴
殺
棄
其
　
。
頃
之
珪
復
蘇
。
訟
於
州
。
典
級
輩
悉
受
士
瑞

　
参
議
其
舞
。
承
前
牧
宰
而
下
多
与
充
礼
。
未
嘗
敢
違
杵
。
及
婆
心
節
度
推
官
孫
昌

　
知
臨
溝
。
憤
其
凶
悪
。
有
犯
必
訊
理
之
。
士
瑠
常
声
雷
避
人
鯛
昌
。
昌
乃
送
其
族

　
寓
於
他
郡
。
毎
夕
宿
陣
解
。
列
華
厳
目
凹
備
。
士
琉
復
与
玉
津
認
告
昌
不
公
事
。

　
又
借
隅
昆
人
姓
名
買
場
務
。
先
是
。
待
御
史
姜
士
風
黒
鍵
藩
幽
殺
其
姪
鄭
。
奏
遣

　
盤
察
御
史
章
頻
推
直
官
江
鈎
往
鞠
之
。
於
是
併
得
他
罪
。
故
悉
加
諌
罰
焉
。
」

⑳
　
雍
正
編
西
閣
外
恥
隆
慶
華
州
志
等
の
歴
代
職
官
表
に
は
と
も
に
麻
温
欝
の
名
は

　
見
え
な
い
。

⑳
　
岩
波
講
座
世
界
歴
史
9
　
中
世
3
「
東
ア
ジ
ア
世
界
の
展
開
1
」
第
六
節
三
八

　
○
頁
草
野
靖
論
文
（
一
九
七
〇
）
参
照
。

⑳
　
青
山
定
雄
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』
　
（
一
九
六
三
）
第
一
・

　
第
二
章
参
照
。

⑫
曾
我
部
静
雄
『
宋
代
財
政
史
』
　
（
一
九
四
｝
）
参
照
。

⑯
　
日
野
聞
即
一
燃
差
黛
審
尋
邸
店
牌
の
研
究
』
　
（
一
九
桜
鱒
）
、
蝿
紬
瓢
唐
代
邸
店
の
研
叫
究
』

　
（
一
九
七
〇
）
参
照
。
な
お
宋
代
の
邸
店
所
有
の
例
と
し
て
長
編
の
こ
の
部
分
の

　
一
部
が
引
馬
さ
れ
て
い
る
。
（
『
続
臨
六
…
四
頁
）

⑭
　
宮
崎
市
定
「
肩
代
以
後
の
土
地
所
有
形
体
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
四
』
所
奴
一

　
九
六
四
［
）
参
照
。

⑳
　
宋
史
巻
三
〇
一
章
頻
伝
に
は
「
青
州
選
士
瑠
殺
里
子
混
裕
井
其
財
。
遣
（
頻
）

　
往
主
治
。
士
璃
伏
謎
と
あ
る
。

⑭
　
前
註
⑰
に
掲
げ
た
景
宗
に
差
す
る
長
編
の
記
事
に
は
割
註
と
し
て
「
此
拠
王
課
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五代宋初の新興官僚（愛宕）

　
百
一
編
。
不
知
景
宗
一
士
衡
何
属
也
。
雌
云
。
景
宗
華
厳
卒
。
未
逮
歳
。
士
衡
乃

　
殺
其
癖
。
当
考
。
」
と
あ
る
。
士
衡
と
あ
る
の
は
士
癌
の
誤
う
。
　
こ
の
条
に
見
え

　
る
籍
任
の
知
青
州
李
士
衡
と
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
長
編
で
は
士
安
・
士

　
藩
兄
弟
は
希
夢
を
祖
と
し
温
蕾
・
温
其
兄
弟
を
姪
と
す
る
が
、
燕
談
録
そ
の
他
で

　
は
認
証
兄
弟
を
希
夢
の
孫
と
し
、
両
種
の
資
料
で
出
行
関
係
は
一
代
ず
れ
る
こ
と

　
に
な
る
。

⑳
　
涼
水
幻
爬
闇
口
巻
⊥
ハ
　
（
腰
当
版
叢
書
本
）
　
欝
宵
漏
川
臨
照
翻
庶
甲
氏
。
甘
バ
先
五
代
末
嘗
為
太
・

　
州
録
事
参
軍
。
節
度
使
広
納
貨
賂
、
皆
令
麻
氏
主
之
。
積
至
巨
万
。
既
而
節
度
使

　
被
召
赴
閣
。
不
及
取
而
卒
。
麻
疵
尽
有
意
財
。
由
是
蜜
冠
四
方
。
真
宗
景
徳
初
、

　
契
丹
冠
漉
淵
。
其
游
兵
盃
臨
溝
。
麻
氏
率
壮
夫
千
余
人
、
拠
出
自
守
。
郷
里
頼

　
之
。
全
済
差
口
衆
。
望
粥
基
祉
尚
存
。
謂
之
麻
氏
纂
。
撃
退
、
麻
馬
敏
器
械
尽
輸

　
官
。
留
十
二
三
、
以
衛
其
家
。
静
逸
酵
兄
弟
皆
挙
進
士
、
館
閣
美
官
。
家
既
窟

　
饒
。
宗
族
子
斉
。
有
孤
姪
儒
弱
。
麻
氏
家
長
恐
分
其
財
、
幽
餓
殺
之
。
事
覚
。
姜

　
遵
為
転
運
使
。
欲
樹
名
声
。
圏
索
其
家
。
獲
兵
器
流
玉
図
婁
小
幕
。
因
奏
。
麻
氏

　
大
富
。
縦
横
臨
溝
。
斉
人
共
融
。
私
畜
兵
刻
玉
転
。
将
図
不
軌
。
予
準
備
氏
或
死
或

　
流
。
子
孫
有
官
者
。
実
説
奪
籍
。
没
家
財
不
可
勝
紀
。
蜜
蜂
由
是
遂
衰
。
孟
翔
云
。
」

⑳
　
長
編
巻
五
八
景
徳
元
年
十
月
戊
子
、
庚
寅
、
十
二
月
辛
巳
、
癸
未
の
各
条
参
照
。

⑳
　
隆
平
集
巻
十
、
東
都
察
略
巻
五
四
、
宋
史
二
二
八
八
、
宋
史
新
編
巻
八
八
な
ど

　
の
彼
の
伝
記
資
料
で
は
す
べ
て
法
家
的
性
格
が
強
調
さ
れ
、
評
判
は
か
ん
ば
し
く

　
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

⑳
　
斉
懸
盤
六
人
物
の
条
、
万
暦
青
州
府
志
玉
垂
選
挙
志
進
士
の
条
、
同
巻
一
四
儒

　
行
の
条
、
康
熱
臨
潤
県
志
李
勲
章
序
文
、
民
国
山
東
通
志
巻
一
九
九
雑
誌
志
の
条
、

　
民
国
臨
漢
県
志
巻
一
九
登
進
士
の
条
な
ど
参
照
。

＠
　
継
端
録
巻
四
高
逸
「
麻
先
生
仲
英
。
早
朝
俊
才
。
七
歳
能
詩
。
随
侍
父
官
鄭

　
州
。
宋
翰
林
白
方
論
官
扇
蟹
。
聞
而
叢
叢
。
坐
論
詩
十
篇
。
宋
大
壷
賞
。
翌
目
。

　
宋
瀟
瀟
漢
競
・
李
廷
髪
筋
・
諸
葛
氏
筆
遺
之
。
乃
贈
落
懸
日
、
蟻
巻
墨
山
箋
紙
、

　
寄
与
麻
家
小
秀
才
、
七
歳
能
吟
天
骨
異
、
前
生
蒼
黒
桂
枝
来
。
十
七
【
試
礼
部

帰
。
以
二
親
既
喪
、
禄
不
及
養
、
無
復
仕
窺
意
。
退
居
臨
灌
弁
士
黒
別
壁
。
久
而

　
記
覧
該
沿
、
行
義
高
潔
。
郷
党
化
服
。
灘
里
有
争
訟
者
、
不
決
於
有
湖
、
而
聴
先

　
生
弁
之
。
難
凶
年
、
盗
不
入
郵
亭
。
寓
韓
公
・
文
華
公
守
青
、
皆
嘗
致
書
幣
。
鹿

　
欝
欝
繊
切
、
遣
其
子
奉
書
、
召
盃
府
中
、
礼
之
極
厚
。
屡
以
詩
殆
之
。
薦
其
行
義

　
笹
掻
。
野
糞
為
国
子
四
門
助
教
・
州
学
教
授
。
東
方
学
者
雪
隠
之
。
卒
年
九
十
。

　
先
生
、
予
祖
揖
長
安
県
雪
兄
也
。
」

　
南
宋
の
皇
朝
事
宝
類
苑
巻
四
　
に
ほ
ぼ
同
文
を
載
す
。
民
国
臨
溝
県
爪
囲
一
一
九
及

　
び
三
五
同
じ
。

＠
　
宋
白
が
駿
州
・
坊
中
を
領
す
る
保
大
軍
節
度
使
の
行
軍
司
馬
で
あ
っ
た
の
は
淳

　
化
二
年
（
九
九
　
）
よ
り
短
期
間
で
あ
る
。
宋
史
四
三
九
本
伝
参
照
。

⑬
　
竃
弼
は
慶
暦
七
年
（
…
〇
四
七
）
～
欝
欝
二
年
（
一
〇
五
〇
）
の
闘
、
文
彦
博

　
は
曇
霞
五
年
（
一
〇
五
三
）
に
そ
れ
ぞ
れ
知
青
州
で
あ
っ
た
。
北
宋
経
撫
年
表
巻

　
二
参
照
。

⑭
心
掛
の
知
青
州
は
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）
～
三
年
の
間
。

⑮
　
麻
訪
英
の
名
は
斉
乗
以
下
、
明
清
の
地
方
志
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
見
え

　
る
。
特
に
富
盛
臨
潜
県
域
巻
剛
建
置
憲
圃
臨
…
の
条
に
は
、
都
響
の
捕
逸
・
王
燭
・

　
電
導
連
、
後
漢
の
呉
良
、
膏
の
左
思
、
唐
の
房
玄
齢
ら
と
と
も
に
麻
仲
英
が
郷
賢

　
岡
に
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

⑯
長
編
巻
＝
二
五
慶
暦
二
年
二
月
丙
戌
「
命
著
作
佐
郎
崇
文
院
検
討
趙
師
厩
為
崇

　
政
殿
説
霞
。
師
民
、
臨
涌
人
也
。
八
歳
裏
話
、
手
署
如
成
人
。
九
歳
能
属
文
。
家

　
貧
、
借
書
読
。
已
轍
還
。
人
高
欄
速
叩
問
。
皆
已
成
舗
。
挙
進
士
。
蒔
曹
璋
・
李

　
遽
早
知
山
州
。
聞
師
民
名
、
遣
人
置
請
乃
見
。
就
試
礼
部
。
四
方
士
環
観
通
衝

　
中
。
劉
簿
知
挙
。
独
漕
坐
席
於
都
堂
前
。
諸
等
皆
閣
纂
悪
縁
。
天
置
目
、
考
中
心

　
等
。
或
日
、
師
罠
乃
青
蛙
大
姓
諸
氏
甥
。
麻
端
坐
豪
修
鍮
鯛
賊
殺
、
親
属
諌
。
師

　
民
不
可
中
頭
多
士
。
遂
降
等
及
第
。
　
（
下
略
）

⑰
　
天
聖
年
間
の
貢
挙
実
施
年
は
二
・
五
・
八
年
で
あ
る
（
文
献
通
考
巻
三
二
選
挙

　
五
宋
登
科
記
総
目
）
。
従
っ
て
末
年
と
は
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
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⑱
　
宋
代
進
士
科
合
格
者
は
成
績
に
よ
っ
て
五
等
に
分
け
ら
れ
、
上
級
合
格
者
で
あ

　
る
第
一
甲
、
　
第
二
甲
に
は
進
士
及
第
、
　
申
級
の
第
三
甲
に
は
進
士
出
身
、
　
下
級

　
の
第
四
甲
、
第
五
甲
に
は
同
進
士
出
身
の
名
が
与
え
ら
れ
る
。
尊
師
畏
の
場
合
、

　
「
考
中
一
等
」
と
あ
る
よ
う
に
第
一
甲
合
格
で
あ
っ
た
も
の
を
第
四
な
い
し
第
五

　
甲
に
格
下
げ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑩
　
曹
緯
は
就
興
元
年
（
一
〇
ニ
ニ
）
か
ら
天
聖
二
年
（
一
〇
二
四
）
、
李
遮
は
天
璽

　
五
年
（
一
〇
二
七
）
か
ら
問
穴
年
の
問
そ
れ
ぞ
れ
知
青
州
。
北
宋
経
撫
年
表
巻
二

　
参
照
。

⑳
　
欧
陽
文
忠
公
集
巻
一
四
詩
話
の
条
、
涼
水
紀
聞
巻
五
、
燕
談
録
巻
六
貢
挙
の
条
、

　
東
都
謡
講
巻
六
〇
本
低
、
宋
史
巻
二
九
四
本
伝
、
斉
乗
巻
六
人
物
の
条
、
嘉
靖
山

　
東
通
志
巻
二
五
名
富
及
び
巻
三
二
人
物
の
条
、
彦
若
は
司
馬
温
潤
集
巻
四
一
再
挙

　
諌
宮
撫
子
な
ど
の
諸
書
に
記
事
が
見
え
る
が
、
麻
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ふ
れ

　
て
い
な
い
。

⑪
　
宋
の
晃
公
武
撰
に
か
か
る
郡
斎
読
書
懸
守
一
三
に
は
「
濯
水
餅
談
十
巻
。
右
皇

　
糊
王
瀾
、
紹
魏
聞
（
一
〇
九
四
－
九
八
）
撰
。
云
云
」
と
あ
り
、
之
の
字
を
脱
す

　
る
が
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
数
種
の
伝
記
資
料
は
全
て
王
網
之
に
作
る
か
ら
、
誤

　
り
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
夫
や
息
子
な
ど
の
功
労
に
対
し
て
賜
わ
っ
た
封
号
で
あ
る
。

㊥
　
黄
庭
堅
の
豫
章
先
生
文
集
巻
一
七
「
伯
夷
叔
斉
瀬
記
」
に
「
元
祐
穴
年
、
予
同

　
年
商
世
臨
監
王
翻
之
三
編
束
県
」
と
あ
り
、
黄
庭
竪
と
同
年
の
治
平
四
年
の
進
士

　
科
含
格
が
わ
か
る
。
ま
た
直
斎
ハ
日
録
解
題
巻
十
一
で
も
治
平
四
年
の
進
士
科
合
格

　
と
す
る
。

⑭
燕
談
録
巻
十
談
認
の
条
参
照
。

＠
　
前
掲
豫
章
先
生
文
集
参
照
。
燕
談
録
巻
帯
先
兆
の
条
で
は
「
元
祐
四
年
夏
、
余

　
初
至
河
東
。
云
々
」
と
あ
り
、
四
年
に
作
る
。

⑳
　
民
国
総
評
闘
志
巻
一
　
六
人
物
憲
六
参
照
。

⑰
　
燕
談
録
巻
置
官
制
の
条
参
照
。

⑲
　
旗
小
史
巻
二
六
一
二
本
伝
参
整
理
。

㊥
　
用
談
録
巻
七
歌
詠
の
条
参
照
。

⑳
宋
史
巻
闘
八
二
本
伝
参
照
。

⑪
　
四
庫
全
訳
総
租
提
要
巻
一
二
一
子
部
三
一
雑
家
五

　
春
沼
紀
聞
十
巻
。
宋
何
慧
撰
。
謹
浦
尊
人
。
自
三
韓
青
老
農
。
其
書
分
雑
記
五

　
巻
。
東
坂
事
実
　
巻
。
賞
詞
蔀
略
一
巻
。
雑
書
琴
購
尊
墨
説
｝
巻
。
記
研
一
巻
。

　
記
丹
薬
一
巻
。
　
（
中
略
）
蓬
父
日
去
非
。
嘗
以
蘇
賦
余
得
官
。
故
轟
轟
工
特
詳
。

　
其
雑
記
多
引
仙
鬼
報
応
。
兼
及
裟
事
。
　
（
下
略
）

　
豊
楽
全
書
総
目
提
要
補
正
巻
三
七
子
部
雑
家
三

　
（
上
略
）
故
是
書
極
推
戴
披
。
載
其
逸
事
甚
多
。
購
求
大
差
談
諾
都
響
及
神
怪
果

　
報
。
乃
説
都
之
下
呂
。
然
亦
足
温
談
助
。

　
ち
な
み
に
照
庫
縫
要
弁
証
巻
一
五
子
部
孟
春
渚
紀
聞
の
条
に
よ
れ
ば
、
何
蓬
の
生

　
卒
は
煕
蟹
十
年
（
一
〇
七
七
）
～
紹
興
一
五
年
（
…
　
四
五
）
で
あ
る
。

㊥
春
渚
紀
聞
（
学
津
討
原
本
）
巻
帯
　
二
富
室
疎
達

　
宣
和
闘
。
朝
廷
収
復
燕
雲
。
躍
科
郡
県
敷
率
等
第
出
銭
。
増
配
夫
銭
。
海
州
懐
仁

　
県
揚
六
秀
オ
妻
劉
氏
。
夫
死
。
独
与
一
子
倶
。
而
家
島
膠
質
財
。
聞
官
司
督
率
厳

　
捉
而
貧
下
芦
鞭
於
輸
納
。
那
請
於
県
。
乞
以
家
財
十
万
繕
以
免
下
戸
之
輸
。
県
令

　
欣
然
従
之
。
調
夫
鎧
鼠
。
数
日
尽
空
。
其
庫
蔵
者
七
闘
。
因
之
掃
治
。
設
仏
供
三

　
昼
夜
。
三
戸
。
明
旦
視
之
。
則
屋
閻
之
驚
異
浮
野
隠
妻
満
。
数
之
正
十
万
絡
。
而

　
叢
記
紅
蘇
為
貫
。
毎
五
繕
作
一
辮
。
辮
首
魁
有
一
小
木
牌
。
上
書
麻
青
二
字
。
観

　
者
驚
異
。
莫
知
其
手
。
或
軍
器
之
者
日
。
如
深
青
小
謡
員
外
紅
殻
富
。
号
麻
十
万

　
家
。
量
非
神
運
其
銭
至
此
耶
。
劉
氏
因
密
令
人
往
青
州
躍
跡
之
。
宮
山
州
民
麻

　
氏
。
其
窟
三
世
。
自
其
祖
以
銭
十
万
鎮
庫
而
未
嘗
馬
鐸
。
　
一
夕
失
之
。
不
知
所

　
往
。
劉
矯
即
専
人
致
験
等
等
轟
轟
。
請
具
舟
車
復
帰
此
等
。
麻
驚
墜
久
之
。
而
遣

　
介
委
曲
附
謝
云
。
署
家
福
退
銭
帰
。
有
徳
出
於
天
授
。
今
復
頭
取
。
違
天
理
而
非

　
人
情
。
不
敢
颪
領
也
。
劉
乗
知
其
不
可
。
日
。
我
既
誠
意
此
銭
。
霊
山
國
駕
。
量

　
当
更
有
之
。
郎
散
施
貧
民
及
助
修
仏
道
観
宇
。
　
一
銭
不
善
於
家
。
家
益
富
云
。
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（
下
略
）

　
な
お
こ
の
記
事
は
曾
我
都
静
雄
『
宋
代
財
敷
史
』
　
（
一
九
四
一
）
第
三
篇
第
五
章

　
の
注
⑤
（
四
四
六
頁
）
に
北
宋
末
の
免
夫
銭
賦
課
の
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
建
炎
以
来
繋
年
要
録
巻
一
参
照
。

⑭
ち
な
み
に
皇
朝
事
宝
類
苑
が
成
っ
た
の
は
田
上
の
卒
爾
と
同
年
の
紹
興
十
五
年

　
で
あ
る
。
註
⑳
⑳
参
照
。

＠＠＠＠　dy

畏
国
臨
溝
県
志
巻
二
輿
地
志
下
山
用
の
条
。

岡
右
同
条
。

帳
綴
巻
一
輿
地
志
上
村
社
の
条
。

岡
宕
岡
条
。

岡
右
巻
二
輿
地
志
下
山
川
の
条
。

五代宋初の新興官僚（愛宕）

二
　
北
海
の
麻
氏

の
東
明
寺
碑

　
（

　
宋
代
初
期
に
一
大
勢
力
を
形
成
し
た
麻
氏
一
族
の
居
佳
地
車
州
臨
灘
県
の
東
方
至
近
距
離
に
位
置
す
る
北
海
県
（
明
以
後
灘
県
と
改
称
）
に
東

明
寺
と
い
う
寺
院
の
再
建
修
復
を
刻
し
た
碑
が
あ
り
、
こ
の
碑
に
刻
さ
れ
た
再
建
事
業
関
係
者
の
大
部
分
が
麻
姓
で
あ
っ
て
、
臨
溝
の
麻
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

祖
麻
希
夢
と
全
く
時
期
を
同
じ
く
し
た
五
代
期
に
同
姓
の
麻
氏
が
北
海
に
多
数
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
以
下
に
こ
の
碑
の
主
要
部

分
を
掲
げ
る
。

　
　
維
大
唐
天
福
二
年
歳
樽
酒
酉
七
月
辛
靱
帯
二
日
壬
子
。
青
翠
北
海
県
高
陽
幽
明
村
人
都
維
那
考
量
下
記
。
（
第
一
行
）

　
　
糾
化
施
主
等
。
再
建
澄
明
寺
。
兼
立
碑
銘
一
座
。
上
農
国
王
帝
主
。
下
図
師
僧
父
母
七
代
先
亡
見
存
春
属
。
（
二
行
）

　
　
（
三
行
、
四
行
略
）

　
　
…
…
乃
催
輪
週
。
可
増
利
（
五
行
）

　
　
益
。
興
修
廃
寺
。
塑
仏
像
而
已
満
堂
。
用
示
他
年
。
刊
碑
石
而
為
後
記
。
頒
日
。
合
勒
上
善
。
矯
飾
金
嵩
。
願
生
極
楽
。
以
（
六
行
）

　
　
表
　
鷺
碑
。
劉
苑
村
院
主
僧
□
□
。
供
養
主
僧
従
貞
。
北
高
野
慈
願
寺
主
僧
□
□
。
穆
陵
雲
院
主
僧
恵
海
。
管
轄
院
主
僧
従
ロ
。
（
七
行
）

　
　
済
州
光
聖
禅
書
道
□
嵩
。
僧
□
□
。
僧
□
口
。
幽
州
聖
壇
拳
蟹
ロ
ロ
。
感
聖
寺
蜜
語
□
。
□
日
月
□
□
貴
。
劉
苑
院
行
者
毛
鐸
妻
王
琉
。
（
八
行
）
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高
陽
郷
二
連
璽
諸
出
村
中
山
郡
貢
学
究
閥
階
調
。
在
匡
嗣
先
代
雍
京
為
窟
。
随
任
寄
泊
青
丘
。
貫
居
北
海
。
有
明
村
人
（
九
行
）

　
維
那
麻
浩
。
編
行
文
疏
。
糾
化
区
立
東
明
寺
碑
銘
。
匡
嗣
全
家
摘
心
施
利
。
造
功
徳
両
躯
。
供
華
因
果
。
願
従
今
向
法
。
（
十
行
）

　
災
潭
永
除
。
郡
貢
学
究
藺
薩
嗣
疏
同
学
亡
妻
王
氏
。
同
施
利
人
嚢
氏
少
女
子
三
娘
子
。
が
饗
＋
一
行
）

　
施
霊
繭
□
妻
劉
氏
。
墨
家
翠
緑
功
徳
愚
心
。
□
□
□
施
主
京
葉
書
論
貢
学
究
杜
廷
雪
目
漏
干
氏
。
里
家
共
修
石
像
両
尊
。
□
（
十
二
行
）

　
三
寸
碑
面
□
□
□
ロ
紫
藍
目
臼
院
。
合
家
母
造
石
像
一
尊
。
施
主
麻
政
妻
勢
氏
。
麻
勅
弟
広
誤
写
氏
。
麻
弘
妻
王
氏
。
秦
総
質
岡
。
（
十
三
行
）

　
　
（
麻
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
施
主
繋
馬
妻
趙
砥
。
書
家
共
修
石
仏
一
回
。
麻
同
母
漏
氏
。
麻
遇
・
麻
栓
・
麻
糸
・
麻
凝
・
麻
謙
・
麻
碗
・
母
韓
氏
。
麻
栄
・
許
練
（
十
四
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
張
）

　
周
［
7
周
肇
・
三
景
・
李
□
□
□
□
□
□
ロ
ロ
張
法
章
・
張
出
・
半
煮
・
妻
劉
民
。
麻
貴
・
張
安
・
目
高
氏
、
灌
真
・
趙
懸
・
郭
洪
・
丘
温
。

　
（
十
五
行
）

　
幸
福
妻
董
氏
男
廷
裕
。
夏
温
柔
・
周
□
□
王
氏
。
傅
宏
妻
随
氏
。
劉
嗣
・
二
進
・
殿
肇
・
柏
屋
・
呉
成
・
書
協
母
干
氏
。
董
節
・
劉
懐
記
。

　
（
十
六
行
）

　
諸
藩
村
施
主
趙
約
妻
董
瓜
男
露
祖
妻
王
氏
女
子
金
女
。
趙
継
妻
劉
氏
。
雷
撃
妻
趙
氏
。
解
稠
母
追
撃
。
王
暉
・
趙
造
・
李
景
麺
麻
氏
。
杜
蒙
王
礼
。

　
（
十
七
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
北
高
累
村
寺
都
維
那
趙
可
□
。
副
維
那
繋
目
。
李
在
村
　
劉
王
孫
貴
慰
謝
妻
麻
酸
茎
氏
。
徐
爽
・
趙
股
・
張
法
女
。
訂
羅
（
＋
八
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弟
）

　
維
那
□
雷
撃
。
維
那
麻
露
霜
。
無
二
穂
懸
環
妻
王
氏
。
孫
遇
妻
王
氏
。
王
難
妻
暗
氏
女
王
子
李
海
曹
氏
。
新
王
村
索
造
・
張
二
面
興
。
（
＋
九
行
）

　
維
那
趙
周
。
　
劉
萢
村
王
業
妻
張
疑
。
王
思
・
劉
□
・
着
工
・
高
暉
。
榔
下
戸
李
箔
・
李
出
頭
・
劉
廷
猛
毒
王
氏
。
王
遂
鄭
・
陳
貴
。
（
二
十
行
）

　
維
那
劉
滑
の
張
林
入
院
都
維
那
□
□
□
□
母
徐
氏
。
蘇
実
離
調
属
男
監
製
唐
貴
。
爾
高
累
村
録
楊
景
。
（
二
十
一
行
）

　
維
那
張
温
。
都
安
村
周
洪
男
暉
・
孫
男
後
奴
・
生
還
奴
。
張
目
□
言
質
氏
。
周
婁
母
李
氏
。
李
籍
・
劉
欝
。
（
二
十
二
行
）

　
長
興
二
年
。
修
文
殊
菩
薩
堂
。
功
徳
主
僧
□
□
。
呈
露
元
年
。
修
歌
安
村
東
明
寺
艶
冶
東
明
題
［
〕
口
］
後
。
（
二
十
三
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

五
代
後
合
の
天
福
二
年
置
九
三
七
）
の
銘
の
あ
る
こ
の
碑
は
現
在
の
山
東
省
灘
県
の
東
明
寺
に
あ
る
。
東
明
寺
は
乾
隆
灘
県
志
巻
二
壇
廟
の
条
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五代宋初の新興官僚（愛宕）

で
は
「
県
城
の
西
、
永
平
社
十
六
里
に
在
る
。
碑
文
は
剥
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
唐
手
に
建
て
ら
れ
た
も
の
」
と
見
え
、
民
国
灘
県
界
巻
九

営
繕
、
壇
廟
門
馬
の
条
で
は
「
第
三
区
の
考
家
荘
に
あ
る
。
劉
宋
時
に
建
て
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
」
と
記
し
、
続
け
て
「
後
唐
長
興
寡
聞

に
重
修
、
応
順
元
年
に
三
修
、
後
習
天
福
二
年
に
四
半
」
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
碑
末
に
拠
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
民
国
二
十
二
年

当
時
の
寺
の
状
態
を
「
殿
宇
傾
妃
」
と
記
す
。
こ
の
よ
う
に
東
明
寺
の
創
建
は
一
は
劉
宋
、
一
は
輩
下
と
言
い
明
確
で
な
く
、
そ
の
由
来
な
ど

も
一
切
不
明
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
碑
に
よ
っ
て
五
代
期
に
お
け
る
再
建
の
事
実
が
判
明
す
る
が
、
民
国
二
十
二
年
頃
の
荒
廃
し
た
建
物
も
何
時

の
建
造
物
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
明
清
期
の
頃
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
東
明
寺
の
所
在
す
る
場
所
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
清
代
の
山
東
省
莱
州
府
灘
県
は
形
代
に
は
青
州
北
海
県
、
華
麗
に
は
灘
州
北

　
　
　
　
　
③

海
県
に
属
し
た
。
そ
の
間
の
五
代
期
の
後
晋
時
代
は
こ
の
碑
に
よ
っ
て
唐
代
同
様
に
可
算
北
海
県
に
属
す
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
鑑
賞
の
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

平
社
は
民
国
期
の
永
平
郷
で
、
こ
こ
に
考
家
荘
が
含
ま
れ
る
。
東
明
寺
は
こ
の
考
家
荘
に
所
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
考
本
寺
と
俗
称
さ
れ
て
い
る

　
　
⑤
層

と
い
う
。

　
次
に
東
明
寺
再
建
に
関
係
し
た
人
々
を
こ
の
碑
に
つ
い
て
兇
る
と
、
僧
尼
十
二
人
、
在
俗
節
約
百
人
、
彼
等
の
母
や
妻
子
を
含
め
る
と
二
百

　
　
　
　
　
　
⑥

人
近
く
に
達
す
る
。
こ
れ
を
碑
の
順
序
に
従
っ
て
そ
の
居
住
地
を
み
て
お
こ
う
。

　
e
　
寺
院
関
係
｝
（
第
七
、
八
行
）

⑧
幽
州
聖
果
寺
の
尼
一
人
、
感
聖
寺
の
尼
一
人
が
参
加
す
る
が
、
池
州
北
海
県
、
す
な
わ
ち
現
在
の
灘
県
か
ら
は
か
な
り
の
遠
距
離
で
あ

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

⑤
　
済
州
　
光
聖
禅
院
の
僧
三
人
が
参
加
。
済
州
は
山
東
省
内
で
里
腹
の
西
約
一
九
〇
キ
ロ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

⑥
　
穆
陵
関
　
灘
県
に
西
南
隣
す
る
臨
胸
県
南
約
七
五
キ
ロ
の
大
上
山
上
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

⑥
　
管
村
　
灘
県
に
南
隣
す
る
安
邸
県
西
南
約
二
〇
キ
ロ
の
管
公
徳
に
比
定
で
き
る
と
い
う
。

　
（
以
上
隣
接
府
州
県
に
所
在
す
る
も
の
）

85　（577）
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⑨
　
劉
萢
村
　
東
明
寺
の
あ
る
第
三
区
永
平
郷
の
北
隣
に
流

　
飯
鎮
と
い
う
大
汗
河
に
か
か
る
流
飯
橋
を
中
心
と
し
允
地

　
区
が
あ
る
。
「
流
飯
」
は
「
三
三
」
の
乱
し
た
も
の
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
流
飯
鎮
に
比
定
す
る
民
国
灘
県
志
の
説
を
と
り
た
い
。

㊥
北
高
累
村
灘
県
城
西
北
第
四
区
の
高
里
鎮
に
含
ま
れ

　
る
高
黒
街
に
比
定
で
き
よ
う
。
高
里
街
は
県
城
か
ら
約
十

　
五
キ
ロ
に
あ
る
。
こ
の
地
に
は
高
里
北
寺
と
い
う
寺
が
あ

　
り
、
創
建
は
き
わ
め
て
古
い
と
言
い
伝
え
ら
れ
る
。
碑
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
見
え
る
北
高
累
慈
願
寺
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
い
う
。

　
（
以
上
灘
県
内
に
所
在
す
る
も
の
）

　
⇔
　
在
俗
関
係
（
第
九
行
以
下
）

⑧
　
高
燥
郷
北
固
里
諸
李
村
　
北
固
里
は
清
代
の
固
柳
社
で
、

　
民
国
時
に
は
第
五
区
三
三
鎮
と
な
る
。
県
城
東
旧
約
十
六

　
キ
ロ
の
地
。
従
っ
て
直
配
村
は
こ
の
固
堤
鎮
付
近
に
比
定

　
　
　
　
⑫

　
で
き
よ
う
。

⑤
明
村
第
一
行
臼
に
見
え
る
青
州
北
海
県
高
陽
郷
の
明

　
村
で
あ
る
。
東
明
寺
再
建
の
中
心
的
人
物
麻
浩
以
下
、
碑

　
に
見
え
る
人
物
の
約
半
数
が
明
村
在
住
者
で
あ
る
こ
と
か

　
ら
す
れ
ば
、
東
明
寺
に
近
い
地
と
推
定
さ
れ
る
。
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①
南
高
累
村
㊥
の
北
高
累
村
の
南
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

①
夏
義
村
清
代
に
興
宮
社
が
あ
り
、
民
国
時
に
は
第
三
区
永
安
鎮
に
含
ま
れ
る
夏
儀
畢
家
屋
に
比
定
で
き
る
。
県
城
か
ら
約
十
ニ
キ
ロ
の

　
⑬

　
地
。

⑯
　
矛
偏
村
　
唐
の
開
元
十
五
年
に
か
か
る
「
（
北
海
）
県
令
若
輩
居
安
置
菩
薩
叢
記
」
（
民
国
山
県
志
巻
三
八
）
に
北
海
県
鹿
台
郷
に
属
す
る
同
名

　
の
村
が
兇
え
る
。
民
国
時
、
県
城
西
南
第
二
区
の
程
符
郷
に
霞
台
荘
の
名
が
見
え
、
県
誠
か
ら
約
八
キ
ロ
の
地
で
あ
る
。
「
鹿
」
を
「
麓
」
に

　
作
る
が
同
音
で
あ
り
、
唐
代
鹿
台
郷
の
名
称
が
残
る
。
東
明
寺
の
所
在
す
る
永
平
郷
の
西
北
隣
に
辛
旺
郷
が
あ
り
、
こ
の
名
称
は
少
な
く
と

　
も
明
代
に
ま
で
湖
及
し
う
る
。
地
図
で
は
灘
県
の
境
、
青
玉
県
島
辺
に
も
辛
旺
の
地
名
を
無
い
出
す
。
新
王
と
古
謡
は
音
通
で
あ
り
、
辛
旺

　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
郷
に
比
定
で
き
よ
う
。

①
李
在
村
（
十
八
行
）
、
張
林
村
（
二
十
一
行
）
、
都
安
村
（
二
十
二
行
）
、
秋
安
村
（
ご
十
三
行
）
の
四
ケ
村
に
つ
い
て
は
地
名
比
定
の
た
め
の
直
接
的

　
な
材
料
は
な
い
が
、
他
の
諸
村
が
す
べ
て
東
明
寺
の
所
在
す
る
永
安
素
面
家
荘
を
中
心
に
十
五
～
二
〇
キ
ロ
半
径
内
の
至
近
距
離
に
比
定
し

　
得
た
こ
と
に
よ
り
、
ほ
ぼ
こ
の
半
径
内
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。
（
地
図
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
以
上
の
唐
代
以
後
の
灘
県
の
沿
革
を
ま
と
め
る
と
次
表
の
如
く
で
あ
る
。

五代宋初の新興官僚（愛宕）

州

県

唐

一
青
州
北
海
県

五
代

（
後
膏
）

宋

青
緑

灘
州

北
海
県

北
海
県

郷

村

鹿
台
郷

高
二
郷

斜儒高

城教陽

郷郷郷

新
王
村

諸
李
村

取
安
村

明
窓
　
二
王
村
　
劉
畳
叩
　
南
・
北
蕎
累
村
　
二
軍
村
　
夏
義
村
　
張
林
村
　
都
安
村

北
高
累
村

南
城
鼻
曲
漁
村

マ
マ弟

十
三
都
麻
家
荘
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金
　
　
灘
　
州
　
北
　
海

県

明

平莱
度州
州府

元

灘

州

清
　
　
莱
州
府

民
　
国

　
斑
困
二
十
二
年

　
調
査
各
区
郷
鎮

　
街
道
村
荘
褒

灘

県｝県

灘

務
　
本
　
郷

領
社
十
八

在
県
西
・
西
北

務
　
本
　
郷

十
八
栓

灘
察

第
一
一
区

城
西
南

第
甥
一
区

城
北
及
西
北

第
四
区

城
西
北

第
五
区

城
北
及
東

程
符
郷

流
飯
郷

里
平
郷

辛
旺
郷

永
安
鎮

高
里
鎮

固
堤
鎮

第
九
都
麻
家
庄

雷
干
祉
　
辛
王
社

程
付
社
　
南
高
里
社
　
夏
空
社
　
永
平
社
（
略
）

流
骨
面
　
横
田
社
　
程
符
社
　
南
高
里
社
　
夏
空
社
　
永
平
社
（
略
）

麓
台
荘
　
距
城
二
十
里
　
（
略
）

流
飯
網
橋
荘
　
距
域
十
八
里
、
（
略
）

南
尊
家
荘
　
豊
漁
＋
五
里
　
北
考
家
荘
＋
五
里
　
大
河
塾
頭
荘
十
五
里
　
小
河
崖
頭
荘
十
五
里
（
略
）

辛
旺
畢
家
荘
三
＋
里
（
略
）

夏
儀
畢
家
荘
三
十
里
（
略
）

高
里
街
　
三
十
五
里
（
略
）

固
堤
　
四
十
里
（
略
）

88　（580）

ω
村
民
分
析

（
　
右
に
見
た
よ
う
に
東
明
寺
再
建
に
参
加
し
た
在
俗
者
の
全
て
、
及
び
一
部
の
僧
尼
が
東
明
寺
所
在
地
を
中
心
と
し
た
至
近
距
離
に
居
住
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
居
住
者
を
中
心
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
僧
尼
に
つ
い
て
は
、
劉
苑
村
院
や
北
高
累
村
の
慈
願
寺
な
ど
の
僧
は
同
郷
の
仏
教
関
係
者
と
し
て
の
参
加
で
あ
ろ
う
が
、
明
村
の
麻
浩



五代宋初の新興官僚（愛宕）

を
は
じ
め
と
し
て
諸
島
村
、
六
義
村
、
都
安
村
以
外
の
六
ケ
村
に
は
全
て
都
維
那
、
維
那
と
い
う
肩
書
を
も
つ
人
物
が
い
る
こ
と
か
ら
、
各
村

を
中
心
と
し
た
仏
教
信
仰
と
関
係
の
あ
る
社
邑
的
組
織
が
あ
っ
て
、
各
寺
院
の
僧
尼
が
そ
の
社
僧
的
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
組
織
を
中
心
に
金
銭
等
を
集
め
て
東
明
寺
再
建
事
業
が
な
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
在
俗
老
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
第
九
行
に
見
え
る
高
陽
郷
邪
曲
里
諸
李
村
の
中
山
郡
貢
学
究
と
い
う
　
属
書
を
も
つ
藺
匡
嗣
は
父
親
が

地
方
官
と
し
て
当
地
に
家
族
を
随
っ
て
赴
任
し
、
そ
の
ま
ま
寄
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
本
貫
を
北
海
県
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
彼

は
同
郷
近
村
に
住
む
麻
浩
に
よ
る
東
明
寺
再
建
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
参
加
し
、
妻
子
と
も
ど
も
仏
像
二
体
を
造
っ
て
仏
法
に
帰
依
し
、
諸
女

の
災
い
か
ら
免
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
第
十
二
行
の
藺
某
は
そ
の
姓
か
ら
み
て
同
族
で
藺
匡
嗣
の
父
親
の
寄
住
時
に
随
っ
て
き
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
地
方
官
と
し
て
本
貫
を
離
れ
て
官
に
与
え
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
を
利
用
し
つ
つ
退
官
後
も
現
地
に
そ
の
ま
ま
に
住
み
つ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

情
況
、
所
謂
前
縁
寄
住
は
唐
心
か
ら
つ
と
に
顕
著
に
現
わ
れ
る
在
地
郷
村
で
の
一
種
の
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
の
藺
氏
一
族
は
五
代
期
に
お
い
て

も
同
傾
向
が
引
続
き
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
具
体
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
藺
匡
嗣
の
肩
書
は
郷
貢
ル
ー
ト
に
よ
る
科
挙
礼
部
試
の
落
第
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
山
郡
か
ら
の
郷
貢
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
中
央
礼
部
に
薦
送
さ
れ
、
礼
出
癖
明
経
科
学
究
目
を
受
験
し
て
落
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
十
二
行
に
見
え
る
京
兆
郡
事
々
学
究
杜
廷
廓
も
全
く
同
様
で
、
京
兆
府
か
ら
の
塩
魚
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
明
経
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

学
究
目
に
受
験
し
て
落
第
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
□
□
□
施
主
京
兆
郡
云
々
」
と
あ
る
三
字
閾
字
部
分
は
恐
ら
く
現
住
す
る
北
海
県
内
の
村
名
が

入
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
の
鎌
倉
嗣
の
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
京
兆
郡
か
ら
翻
心
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
急
送
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
北
海
県
の
某
村
も
明
ら
か
に
寄
住
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
た
て
前
上
か
ら
は
絶
対
に
正
規
の
宮
と
な
れ
な
い
礼
部
試
落

第
者
が
そ
の
よ
う
な
肩
書
を
自
称
し
て
本
貫
を
離
れ
て
他
地
に
寄
食
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
藩
蚕
下
で
の
幕
職
官
の
ポ
ス
ト
に
つ
く
可
能
性
が

少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
が
量
産
し
た
郷
村
の
一
般
農
民
に
よ
る
呼
び
か
け
に
応
じ
て
寺
院
再
建
事
業
に
参
加
し
て
い
る
事
実
は
、
彼

等
自
身
が
異
郷
で
の
地
域
共
同
体
に
少
し
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
融
合
し
よ
う
と
す
る
姿
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
般
在
地
農
民
の
側
に
も
こ
れ
ら
礼

部
試
落
第
者
が
自
分
達
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
知
識
人
と
し
て
の
低
か
ら
ざ
る
評
価
が
あ
り
、
農
民
達
の
み
な
ら
ず
こ
の
よ
う
な
知
識
人
の
名
、
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そ
れ
も
こ
の
肩
書
を
あ
え
て
附
し
て
碑
文
に
連
ね
て
い
る
こ
と
は
礼
部
試
に
失
敗
し
た
と
い
う
意
味
以
外
に
、
こ
の
肩
書
身
体
が
社
会
的
に
積

極
的
な
プ
ラ
ス
の
衝
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

怨
り
麻
姓
の
飼
族
的
村
落

　
（

　
第
十
三
行
か
ら
十
六
行
ま
で
に
見
え
る
人
物
は
こ
の
碑
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
全
て
麻
浩
と
同
じ
く
漁
村
居
住
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
四
行
に
お
い
て
明
ら
か
に
目
に
付
く
の
は
麻
姓
を
も
つ
名
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
曾
爾
を
は
じ
め
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

寒
中
、
麻
勅
、
麻
広
、
麻
弘
、
面
上
、
麻
遇
、
麻
栓
、
麻
糸
、
麻
凝
、
麻
謙
、
麻
碗
、
麻
栄
、
麻
貴
の
計
十
四
人
に
の
ぼ
る
。
さ
ら
に
第
十
七

行
以
下
に
お
い
て
も
諸
李
村
に
住
む
李
景
の
母
麻
矯
、
李
在
村
に
住
む
王
儒
の
軽
輩
氏
、
そ
し
て
麻
思
豫
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
多
数

の
麻
姓
の
名
を
も
つ
入
女
が
明
村
を
中
心
と
し
た
地
域
に
意
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
麻
氏
一
族
の
同
族
的
村
落
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

在
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
五
代
後
半
期
に
お
け
る
村
落
規
模
を
一
村
落
当
り
漁
戸
二
十
戸
～
六
十
戸
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
明
村
は
ほ
と

ん
ど
麻
姓
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
諸
豪
村
の
李
景
の
母
麻
玩
や
李
在
村
の
王
儒
の
妻
麻
氏
は
東
村
の
麻
氏
一
族
と
近
隣
村

と
の
婚
姻
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
麻
浩
が
東
明
寺
再
建
の
た
め
に
数
百
人
の
郷
村
民
を
糾
合
し
得
た
こ
と
と
と
も
に
麻
氏
の
地
域
共
同
体

的
な
空
聞
で
の
低
か
ら
ざ
る
立
場
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
麻
氏
一
族
の
同
族
的
村
落
の
存
在
は
東
明
摺
本
か
ら
だ
け
か
ら
引
き
出
し
た

結
論
で
は
な
い
。
宋
代
以
後
に
も
そ
の
証
左
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
宋
張
間
等
造
香
櫨
記
」
（
民
圏
灘
県
志
巻
三
九
）
は

　
　
大
宋
国
灘
州
北
海
三
斜
城
郷
馬
連
保
南
城
□
合
村
社
人
張
間
等
、
各
の
靖
財
を
舎
て
、
今
慶
暦
六
年
丙
戌
歳
（
一
〇
四
六
）
八
月
戊
申
朔
二

　
　
十
五
□
□
申
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
以
下
に
供
養
に
参
加
し
た
社
邑
構
成
員
の
名
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
中
に
桂
上
宿
忠
の
女
靖
並
倉
、
社
人
麻
渚
の

二
人
の
麻
姓
が
見
え
、
元
豊
元
年
（
一
〇
七
八
）
に
か
か
る
「
翠
煙
存
等
造
香
雲
記
」
（
詩
巻
三
九
）
は

　
　
マ
マ

　
　
維
州
北
海
県
轡
城
郷
馬
柳
保
程
傅
村
の
王
存
生
、
衆
人
を
糾
聡
し
香
櫨
一
座
を
劔
建
す
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
以
下
に
供
養
参
加
余
煙
を
列
挙
し
、
そ
の
中
に
黒
黒
の
妻
麻
民
が
見
え
る
。
但
し
こ
れ
は
社
邑
と
は
無
関
係
の
よ
う
で
あ
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五代宋初の新興宮僚（愛宕）

る
。
さ
ら
に
元
豊
六
年
に
か
か
る
「
宋
石
嵩
等
造
香
濾
記
」
（
同
旨
三
九
）
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ヤ
マ

　
　
因
菌
国
京
東
路
灘
州
北
海
県
掛
城
郷
都
守
保
弟
十
三
都
町
家
荘
の
社
長
・
録
運
び
に
社
衆
缶
。

で
始
ま
り
、
参
撫
社
人
名
を
同
じ
く
以
下
に
列
挙
し
、
そ
の
中
に
「
麻
錫
計
家
八
口
」
、
「
麻
愚
計
家
八
口
」
、
「
□
□
尊
家
九
口
母
麻
氏
」
、
「
藍

人
置
尚
計
家
十
口
」
、
「
社
人
□
翌
懸
妻
壁
」
、
「
□
□
廟
戸
孫
声
妻
麻
氏
」
、
あ
る
い
は
「
麻
全
」
、
「
麻
思
」
と
五
人
の
麻
姓
の
戸
主
的
存
在
と

三
人
の
他
姓
へ
嫁
い
だ
麻
姓
出
身
女
性
を
尊
い
序
す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
三
例
に
等
し
く
見
え
る
量
器
の
灘
州
北
海
県
斜
妊
婦
は
現
在
の
灘
県
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
西
南
一
帯
、
罪
代
の
鹿
台
郷
と
重
複
す
る
地
区
に
比
定
で
き
る
と
い
う
。
第
一
例
の
馬
柳
保
は
第
二
区
の
上
警
官
荘
郷
に
含
ま
れ
る
菓
西
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

つ
の
馬
良
家
と
音
通
で
あ
り
、
地
図
で
は
馬
良
塚
子
と
見
え
て
い
る
。
第
二
例
の
慾
得
保
程
傅
村
は
同
じ
く
第
二
区
の
程
蒼
蒼
に
比
定
で
き
る
。

第
三
例
の
都
守
保
第
十
三
都
麻
織
荘
は
現
地
名
と
の
比
定
材
料
は
皆
無
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
宋
代
の
盗
難
郷
に
含
ま
れ
る
地
区
で
あ
る
。
こ

の
第
三
例
に
見
え
る
よ
う
に
数
人
の
麻
姓
を
有
す
る
人
物
の
居
住
す
る
噺
家
荘
に
は
か
な
り
多
数
の
麻
姓
が
居
住
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
村
落
名
が
麻
家
桜
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
他
姓
を
も
含
ん
だ
麻
氏
の
岡
族
的
村
落
と
見
な
し
う
る
。
東
明
寺
碑
に
見

え
た
五
代
後
響
期
の
夕
陽
羊
肉
村
の
麻
氏
一
族
と
約
百
年
後
の
総
代
の
斜
里
郷
内
諸
村
在
住
の
空
論
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
各
時
期
の
地
名
比

定
の
結
果
、
重
複
す
る
地
区
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
に
は
同
族
と
断
定
で
き
る
。
劉
姓
、
李
姓
な
ど
に
比
し
て
幸
い
な
こ
と
に

麻
姓
は
非
常
に
稀
少
な
姓
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
支
持
材
料
と
な
る
。
さ
て
五
代
の
明
村
と
宋
代
の
詩
家
荘
と
が
同
一
村
と
見
な
し
得
る
資
料
が

あ
る
の
で
み
て
お
き
た
い
。
元
の
至
治
三
年
（
一
三
二
三
）
の
記
の
あ
る
「
李
錆
鼠
二
藍
記
」
（
民
国
灘
県
志
巻
四
一
）
に
は
「
今
観
る
に
、
李
氏
は

も
と
灘
州
北
海
県
第
九
都
評
家
庄
の
人
な
り
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
の
碑
は
灘
県
西
郷
、
河
崖
頭
荘
の
東
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
河
崖
頭

荘
は
第
三
匿
永
平
営
内
の
村
落
で
、
東
明
寺
の
所
在
す
る
考
家
荘
の
ま
さ
に
す
ぐ
西
隣
の
村
落
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
五
代
の
明
村
、
宋
代
の

麻
家
鼠
、
元
代
の
麻
垂
庄
（
元
代
の
麻
家
庄
に
麻
氏
が
居
住
し
た
と
い
う
直
接
的
資
料
は
な
い
が
、
そ
の
村
落
名
が
示
す
よ
う
に
村
内
居
住
者

の
中
心
的
姓
茂
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
え
る
）
を
同
一
村
と
見
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
そ
う
で
は
な
く
て

も
東
明
寺
に
隣
接
す
る
地
域
に
三
村
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
（
地
図
H
）
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以
上
、
五
代
後
各
期
に
お
け
る
北
海
県
の
西
部
地
域
の
郷
村
に
つ
い
て
菓
明
寺
巡
を
中
心
と
し
て
考
察
し
た
結
果
、
唐
墨
の
一
大
傾
向
と
し

て
か
っ
て
論
じ
た
前
資
里
住
、
礼
層
楼
落
第
者
の
寄
寄
が
五
代
期
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
現
在
の
灘
県
城
西
北
西
約
十
キ
ロ
に
あ
る

東
明
寺
付
近
に
麻
姓
の
同
族
的
村
落
が
存
在
し
、
十
一
世
紀
後
半
の
宋
学
元
豊
年
間
に
は
そ
の
姓
を
冠
す
る
村
落
と
し
て
見
え
、
さ
ら
に
そ
の

92 C584）

村
落
名
は
元
代
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

①
　
こ
の
碑
は
「
東
明
寺
碑
」
（
ω
②
㈲
⑤
⑥
）
な
い
し
「
高
陽
郷
量
見
等
造
像
碑
」

　
（
③
）
と
し
て
次
の
諸
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
山
左
金
石
志
巻
十
照

　
②
羅
宇
訪
碑
録
巻
五

　
③
八
慶
室
金
石
補
正
巻
八
○

　
㈹
宣
統
二
年
序
山
東
省
保
存
古
帥
蹟
事
項
統
計
表
．
酔
來
州
府
来
県
の
条

　
⑤
斑
国
四
年
山
東
逓
志
巻
一
五
二
芸
文
志
十
石
存
目
鼎
來
州
の
条

　
⑥
民
国
二
十
六
年
刊
灘
県
志
（
以
下
民
国
灘
県
志
と
略
称
）
巻
三
八
金
石
類
の
条

　
こ
の
う
ち
ω
②
ω
㈲
は
碑
目
だ
け
で
、
㈲
⑥
が
碑
文
を
掲
載
す
る
。
③
⑥
を
比
較

　
す
る
と
宇
句
の
異
同
が
や
や
あ
り
、
ま
た
③
は
⑥
に
比
し
て
閾
字
が
約
五
十
字
ほ

　
ど
多
い
。
③
は
そ
の
輯
者
で
あ
る
陸
増
祥
が
同
治
年
間
に
北
京
の
古
本
屋
で
入
手

　
し
た
拓
本
に
基
づ
く
も
の
、
⑥
は
民
国
二
十
六
年
直
前
の
県
志
編
纂
時
に
現
碑
か

　
ら
直
接
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
に
は
六
、
七
十
年
の
時
代
差
が
あ
り
、
風

　
化
そ
の
他
に
よ
る
磨
減
で
閾
字
の
増
加
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
拓

　
本
と
現
碑
と
い
う
採
録
手
段
か
ら
凋
心
し
て
待
代
的
に
は
新
し
い
が
⑥
を
一
旛
の

　
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。

②
　
八
慶
室
金
石
補
正
で
は
碑
の
文
頭
を
「
維
大
唐
天
復
二
年
歳
次
□
酉
七
月
辛
亥

　
朔
二
日
壬
子
し
と
干
支
の
上
字
を
闘
字
に
し
て
い
る
。
陸
氏
は
「
大
唐
」
の
二
字

　
や
碑
文
中
の
三
筆
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て
閾
宇
を
「
辛
」
の
字
に
当
て
て
唐
の
天

　
復
元
年
辛
酉
に
作
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
と
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
天
復
元
年

　
の
七
月
は
庚
戌
に
な
り
、
後
習
天
福
二
年
七
月
は
粟
国
灘
県
志
に
録
す
る
碑
文
と

　
隅
じ
く
辛
亥
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
碑
を
後
習
天
福
二
年
以
外
に
比
定
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
　
（
昔
史
瑚
閣
袈
、
三
正
総
覧
参
照
）

③
太
平
簑
宇
記
巻
十
八
河
南
道
灘
州
の
条
。

④
　
乾
隆
灘
県
志
巻
二
社
集
の
条
「
務
本
郷
。
領
社
十
八
。
在
尊
書
西
・
西
北
。
流

　
飯
社
…
…
永
平
社
Q
」

　
民
国
灘
県
聖
心
巻
六
畷
域
志
境
界
の
躯
粂
、
晟
国
二
十
二
年
調
査
各
区
郷
鎮
街
道
村
荘
［

　
表
に
よ
れ
ば

　
第
三
区
－
永
平
郷
i
南
考
家
荘
・
牝
考
家
荘
・
崔
家
信
・
掛
角
子
荘
・
大
河
嵯
頭

　
城
北
及
西
北

　
　
　
　
　
　
　
　
荘
・
小
河
崖
頭
荘
全
て
蕗
城
＋
五
障

⑤
　
民
羅
灘
県
憲
巻
七
彊
域
回
心
郷
村
の
条
。

⑥
　
民
謹
製
県
志
に
載
せ
る
こ
の
碑
の
末
に
「
碑
陰
々
刻
四
仏
。
亦
二
十
三
行
。
惜

　
寒
期
…
已
甚
。
　
可
．
弁
者
…
惟
第
二
十
一
行
維
那
孫
□
｛
婁
王
氏
山
ハ
字
。
　
（
中
略
）
蔀
六
潔
一
十
－

　
四
字
。
」
と
い
う
割
注
が
附
さ
れ
、
碑
陰
に
も
ほ
ぼ
同
数
の
再
建
関
係
者
の
名
が

　
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
従
っ
て
実
際
に
は
五
冨
人
近
い
人
数
で
あ
っ
た
は

　
ず
で
あ
る
。

⑦
　
八
日
室
金
石
補
正
で
は
密
州
に
俘
る
。
密
州
高
密
県
は
灘
県
の
東
南
約
七
〇
キ

　
ロ
。

⑧
　
斉
乗
泌
智
論
ハ
、
　
嘉
寒
山
黄
牛
禰
榊
開
心
巻
山
ハ
、
　
独
嗣
ぬ
人
｛
力
輿
紀
要
巻
～
一
　
一
ぷ
夢
昭
｛
。

⑨
　
八
慶
室
金
石
補
正
の
陸
増
募
の
考
証
。
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⑩
　
万
暦
銀
盤
沓
巻
四
橋
梁
の
条
、
乾
隆
灘
県
志
三
二
建
二
目
橋
梁
の
条
で
は
と
も

　
に
流
飯
橋
の
名
称
の
鶴
来
に
つ
い
て
「
橋
を
造
る
晴
、
ヒ
飯
一
包
が
流
れ
て
ぎ
て
、

　
造
橋
工
事
人
達
が
食
っ
た
」
と
い
う
古
老
の
艶
紅
を
記
し
て
い
る
が
、
回
国
灘
県

　
志
巻
七
彊
域
志
遺
跡
の
条
で
は
俗
俵
と
し
て
退
け
て
い
る
。
北
宋
日
建
炎
二
年
に

　
金
星
が
山
東
に
侵
入
し
た
際
、
灘
県
の
萢
橋
で
戦
闘
を
交
え
た
こ
と
が
あ
り
、
こ

　
の
音
糺
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
金
平
分
掌
○
赤
釜
印
伝

　
従
容
宗
経
略
山
東
。
既
下
下
青
州
。
復
従
閣
堺
攻
豊
州
。
暉
督
励
御
校
先
登
。
而

　
城
中
積
霧
菱
。
粟
風
縦
火
。
発
機
石
。
暉
率
将
士
衝
冨
面
下
。
力
戦
敗
之
。
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む

　
還
。
復
以
三
十
騎
破
敵
予
吊
橋
。

⑭
　
民
国
灘
県
下
巻
七
同
署
条
。

　
民
国
灘
県
全
巻
三
八
に
収
め
る
「
北
魏
映
房
等
軽
輩
碑
」
に
豊
代
に
石
仏
を
再
修

　
し
た
蒔
の
銘
が
見
え
、
そ
こ
に
「
大
子
国
灘
州
北
海
県
儒
豊
郷
石
人
子
保
北
高
累

　
村
糾
井
都
維
那
唐
口
□
リ
ム
了
於
餌
胴
聖
～
二
黒
†
（
｝
〇
九
山
ハ
）
嶋
脳
室
エ
J
戊
辰
日
乃
丁
亥
朔

　
二
十
八
日
。
云
女
」
と
あ
り
、
宋
代
に
北
高
累
村
が
儒
教
郷
石
人
子
保
に
属
す
こ

　
と
が
わ
か
る
。
こ
の
碑
の
立
つ
場
所
は
県
城
西
北
の
第
四
区
の
河
南
郷
洪
福
寺
荘

　
で
あ
る
。
河
南
郷
は
高
里
鎮
に
南
接
す
る
か
ら
、
北
高
累
村
は
高
里
街
を
申
心
に

　
南
に
も
少
し
広
が
っ
た
地
域
で
あ
ろ
う
。
　
（
地
図
H
参
照
）

⑫
罠
罵
灘
県
志
悪
婆
各
区
黒
山
街
道
村
荘
表
、
巻
七
遺
跡
郷
村
の
条
。

⑬
　
岡
右
。

⑭
　
同
右
。

⑮
嘉
靖
山
東
通
士
櫓
万
暦
灘
県
志
、
乾
隆
難
県
士
恥
乾
霊
薬
州
府
志
、
畏
国
灘
県

　
志
に
拠
る
。

⑯
那
波
利
貞
「
唐
代
の
社
聾
に
就
き
て
」
（
『
史
林
』
二
三
－
二
・
三
・
四
一
九

　
三
八
）
、
同
「
仏
教
信
仰
に
基
き
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
中
晩
唐
五
代
の
社
邑
に
就
き

　
て
」
（
『
史
林
』
二
四
－
三
・
四
　
一
九
三
九
）
、
盤
沙
雅
章
「
敦
煙
出
土
「
社
」
文

　
書
の
研
究
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
三
五
冊
一
敦
燈
研
究
－
一
九
六
圏
）
参
照
。

⑰
拙
稿
「
揚
代
後
半
期
に
お
け
る
社
会
変
質
の
一
考
察
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
四

　
二
冊
　
一
九
七
一
）
参
照
。

⑯
拙
稿
「
累
代
の
郷
貢
進
士
と
郷
貢
明
経
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
四
五
冊
一
九

　
七
三
）
参
照
。

　
唐
の
天
宝
元
年
に
州
名
が
郡
名
に
改
称
さ
れ
る
が
中
山
郡
は
存
在
し
な
い
。
し
か

　
し
雅
名
と
し
て
沖
洲
の
単
名
で
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
こ
で
言

　
う
中
山
郡
は
備
州
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
八
毒
刃
金
石
補
正
で
は
安
山
郡
に
作
る
。

　
学
究
に
つ
い
て
は
宮
崎
市
定
『
科
挙
』
　
（
一
九
四
六
）
第
　
章
三
二
頁
に
「
学
究

　
は
学
究
一
経
の
略
で
明
経
の
最
下
等
、
最
隈
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

⑲
　
上
覧
室
金
石
補
正
で
は
日
印
の
闘
掌
を
示
さ
ず
空
格
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
拓

　
本
に
よ
っ
た
の
で
黒
く
ぬ
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
た
め
に
隣
字
に
気
附
か
な
か
っ
た

　
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
毎
行
三
十
八
字
と
い
う
こ
の
碑
の
形
式
か
ら
し
て
、
三

　
字
閾
字
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
現
碑
か
ら
直
接
採
録
し
た
民
国

　
灘
県
志
収
録
の
も
の
の
資
料
的
価
値
の
相
対
的
な
高
さ
が
確
認
で
き
る
。

⑳
　
八
項
蜜
金
石
補
正
で
は
「
張
轟
溢
に
作
る
。
こ
の
部
分
は
前
後
に
聖
心
が
並
ぶ

　
か
ら
、
張
貴
が
妥
藪
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
十
四
行
最
初
の
「
施
主
口

　
□
」
を
「
麻
口
」
に
作
る
か
ら
麻
姓
十
四
人
の
数
は
変
ら
な
い
。

⑳
　
佐
竹
靖
彦
「
宋
代
郷
村
制
度
之
形
成
過
程
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
二
五
⊥
二
　
　

　
九
六
六
）
参
照
。

⑫
　
届
済
の
幹
事
か
。

⑭
　
民
国
灘
県
志
巻
七
彊
域
志
遣
跡
郷
村
の
条
。

⑳
　

問
取
巻
詣
ハ
友
甘
玉
門
鎮
街
道
村
荘
表
。

93　（585）



三
　
北
海
の
麻
氏
と
臨
潤
の
麻
氏
の
関
係

94　（586）

　
五
代
警
急
期
の
青
黛
北
海
県
の
地
に
麻
茂
の
同
族
的
村
落
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
五
代
後
漢
期
に
青
州
の
録
事
参
軍
と
な
っ
た
麻

希
夢
を
祖
と
し
て
影
響
に
至
っ
て
墨
譜
臨
濡
県
に
大
勢
力
を
振
っ
た
麻
氏
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
麻
希
夢
の
本
貫
地
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

明
確
な
結
論
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
前
掲
の
太
宗
実
録
の
最
初
の
部
分
を
再
度
見
て
み
よ
う
。

　
　
希
夢
、
北
海
の
人
な
り
。
梁
の
龍
徳
二
年
、
明
経
の
第
に
擢
で
ら
る
。
し
ば
し
ば
宰
字
の
任
に
居
り
、
素
よ
り
吏
幹
有
り
。
凡
そ
践
歴
す

　
　
る
所
皆
能
名
有
り
。
老
う
を
以
て
退
き
て
臨
潴
に
居
す
。
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
彼
が
北
海
県
を
本
貫
と
す
る
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
全
く
時
期
を
同
じ
く
し
て
こ
の
北
海
県
に
麻
姓
の
同
族
的
村

落
が
存
在
し
て
い
る
事
実
、
か
つ
麻
姓
は
き
わ
め
て
稀
少
な
姓
で
あ
る
。
も
は
や
多
言
を
要
し
な
い
。
麻
希
夢
は
こ
の
北
海
県
の
麻
琉
と
同
族

で
あ
る
。
す
で
に
分
析
し
た
よ
う
に
東
明
寺
碑
に
名
を
つ
な
ね
る
北
海
県
高
島
郷
の
写
譜
を
中
心
に
し
て
分
布
す
る
麻
姓
の
全
て
は
無
位
無
官

の
庶
民
で
あ
る
。
科
挙
礼
部
試
に
落
第
し
て
当
地
に
寄
住
す
る
郷
貢
進
士
の
肩
書
を
公
然
と
称
す
る
数
人
の
人
物
と
比
較
し
て
何
ら
肩
書
を
付

し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
彼
等
麻
茂
が
庶
民
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
麻
氏
は
単
な
る
小
農
で
は
な
か
っ
た
。
在
地

に
お
け
る
巾
広
い
婚
姻
関
係
や
東
明
寺
再
建
に
数
百
人
の
郷
村
民
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
か
な

り
の
程
度
の
経
済
的
基
盤
を
有
す
る
唐
末
五
代
に
お
け
る
新
興
の
地
主
的
階
層
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
一
族
の
優
秀

な
者
と
し
て
麻
希
夢
を
科
挙
試
験
に
む
け
て
専
念
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
武
人
が
権
力
を
握
っ
た
五
代
期
に
お
い
て
も
科
挙
合
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

者
の
社
会
的
評
価
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
麻
希
夢
は
一
族
の
期
待
を
荷
い
な
が
ら
脳
梁
の
龍
徳
二
年
（
九
一
三
）
に
二

十
八
歳
で
科
挙
明
経
科
に
合
格
し
て
官
僚
衡
資
格
者
と
な
る
。
東
明
寺
碑
が
作
ら
れ
る
二
番
の
天
福
二
年
（
九
三
七
）
に
先
だ
つ
こ
と
十
五
年
中

あ
り
、
南
明
寺
碑
の
作
ら
れ
た
約
十
年
後
に
は
平
盧
節
度
使
劉
銑
の
下
で
青
黛
録
事
懸
軍
と
な
り
、
こ
の
官
を
最
後
に
退
官
す
る
の
で
あ
る
が
、

退
官
後
、
至
近
距
離
に
あ
る
郷
里
北
海
県
に
帰
る
こ
と
な
く
青
州
の
す
ぐ
北
に
あ
る
臨
瀦
県
に
居
を
か
ま
え
る
こ
と
に
な
る
。
臨
幸
県
に
は
劉
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鉄
に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
、
今
で
は
麻
希
夢
の
所
有
に
帰
し
て
い
る
肥
沃
な
数
百
頃
も
の
大
所
有
地
が
あ
り
、
さ
ら
に
青
州
と
目
と
鼻
の
先
で
あ

る
た
め
に
前
録
事
参
軍
と
し
て
の
に
ら
み
を
き
か
せ
な
が
ら
「
州
郡
吏
の
長
短
を
持
す
」
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
最
も
有
効
な
地
で
あ
っ
た
。

祖
先
の
墓
が
あ
り
現
に
同
族
が
多
数
居
住
し
て
い
る
郷
里
北
海
県
に
帰
ら
ず
、
あ
え
て
臨
潜
県
に
寄
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な

理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
地
に
お
い
て
自
分
の
息
子
、
孫
を
科
挙
官
僚
に
育
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
子
の
景
孫
は
科
挙
合
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

者
の
飛
躍
的
な
増
加
を
見
る
太
平
興
国
年
問
の
進
士
科
合
格
で
、
孫
の
温
野
・
温
其
は
と
も
に
大
中
黒
符
年
間
の
進
士
科
合
格
で
、
天
喜
四
年

の
麻
氏
一
族
弾
圧
事
件
に
連
坐
し
て
左
遷
さ
れ
る
ま
で
は
館
職
を
帯
び
た
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
の
官
途
に
あ
っ
た
。
豊
津
に
つ
い
て
は
こ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

件
後
も
従
七
品
上
の
職
方
員
外
郎
・
洋
盤
州
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ま
で
は
追
跡
し
得
た
。
ま
た
弾
圧
の
直
接
的
対
象
と
な
り
杖
殺
さ
れ
た
麻
士

培
は
定
陶
県
尉
の
経
験
を
も
ち
、
そ
の
兄
士
安
は
大
理
四
恩
で
退
窟
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
人
も
科
挙
の
合
格
者
で
あ
っ
た
可
能

性
が
大
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
館
職
を
帯
び
た
者
を
も
含
め
て
多
数
の
科
挙
官
僚
を
輩
出
し
た
臨
潤
県
の
麻
氏
は
宋
初
に
お
い
て
完
全
に
官
戸

化
し
て
い
る
。
在
地
に
お
け
る
活
動
で
は
拾
読
に
よ
る
大
土
地
所
有
の
形
成
と
と
も
に
、
邸
店
経
営
を
主
に
し
た
巾
広
い
商
業
活
動
、
そ
し
て

場
務
を
撲
買
（
請
負
）
す
る
こ
と
に
ま
で
進
嵐
し
て
い
る
。
さ
ら
に
異
民
族
侵
入
に
際
し
て
は
強
大
な
地
主
的
郷
村
規
制
力
を
発
揮
し
て
千
人

以
上
も
の
郷
民
を
集
め
て
自
衛
集
団
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
麻
氏
が
臨
言
及
び
そ
の
近
隣
地
域
に
居
住
す
る
同
一
タ
イ
プ
の
新

興
官
戸
層
、
趙
玩
、
王
畏
、
石
琉
な
ど
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
松
井
秀
一
氏
の
指
摘

さ
れ
た
石
介
を
中
心
と
す
る
宋
朝
権
力
を
支
え
た
と
さ
れ
る
自
作
農
タ
イ
プ
の
下
級
官
僚
層
と
は
異
っ
た
、
そ
れ
で
い
て
や
は
り
典
型
と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
宋
初
の
三
位
一
体
的
な
新
興
官
戸
の
姿
を
官
戸
化
の
過
程
及
び
在
地
で
の
具
体
的
姿
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
本
稿
の
試
み
は

以
上
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
達
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
。

①
　
唐
代
に
は
青
州
は
し
ば
し
ば
北
海
郡
と
い
う
男
名
で
称
せ
ら
れ
、
北
海
と
の
み

見
え
る
場
含
に
は
青
州
を
指
す
こ
と
が
あ
り
注
意
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
退

属
臨
瀦
」
と
あ
っ
て
、
北
海
と
臨
溝
は
と
も
に
青
沼
管
下
の
属
県
名
を
指
し
て
い

　
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

②
　
西
淵
正
夫
「
華
麓
五
代
王
朝
の
文
臣
窟
僚
」

　
一
九
山
ハ
ニ
）
参
脇
田
。

（『

圏
m
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
七

95　（587）



③
進
士
科
合
格
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
太
祖
覇
で
は
平
均
十
入
前
後
で
あ
っ
た
も

　
の
が
、
太
宗
朝
太
平
興
圏
二
年
置
は
一
〇
九
人
、
岡
三
年
に
は
七
四
人
、
漏
五
年

　
に
は
コ
＝
人
、
同
八
年
置
は
二
三
九
人
も
の
進
士
科
舎
格
闘
が
出
る
。
　
（
文
献

　
通
考
巻
三
二
選
挙
考
五
宋
登
科
記
総
目
）

④
　
宮
崎
市
定
「
宋
代
州
県
擬
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
三
』
所

　
収
　
一
九
穴
三
）
に
よ
れ
ば
宋
代
の
知
州
は
普
通
に
五
品
相
当
官
が
任
ぜ
ら
れ
た
。

　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
・
京
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The　Original　Form　of　Jinsaigaku仁出血

A　Thought　of　the　Neighbourhood　Unit　in　Kyoto

　　　　　　　by

Masahiko　Miyake

　　ノ伽s如lto俳藤i仁二斎，　an　upper－class　citizen　of　Kyoto，　formed　his　originaI

thought　system，　Kogi－gaku古義学，　by　criticizing　Shushigafeu朱子学t　I

would　like　to　tltrow　light　upon　its　original　form　through　the　analy＄is　of

his　works；‘Sanshotom（η’uiPPon三書共十一本’，　the　oldest　extant　manu－

script　of‘Sanshokogi：崩書古i義’，　that　was　his　most　important　work　and

‘Machinakasadame町中定’upon　Four－chome．四町目，East－Horifeawa東堀

河，Kamigyo上京，　Kyoto京都，　where　linsai　iived．

　　Under　Baflwhan幕藩regime，　the　regional　units　of　Kyoto　had　lost　its

old　character　as　a　commune　and　turned　into　the　basic　units　of　the　ceAtra1

administration．　Under　those　circumstances　finsai　lto　thought　it　neces－

sary　to　maiBtain　their　character　as　a　commune　by　denying　‘　the　public

公’and　athrming‘the　private私’，　especially　by　regard圭ng　it　as　a　moral

to　foliow　the　traditional　customs　of　the　eommune．　That　was，　1　think，

the　fundamental　of　his　thought．　lt　was，　however，　a　little　later　in　Shoefei

Ando安藤昌益，　that　we　could丘nd　the　thought　of　independence　of　the

commune　and　negation　of　the　discrimination．

The　Newly　Risen　Bureaucrat　in　Five　Dynasties

　　　　　　　　　　and　Ear夏y　5％％9宋Period

　　　　　　ACase　Study　of　the　Ma　Family麻氏
　　　　　　in　Lin－tse，　Shan－tung．　Pr◎vince口琴臨ぞ爵縣

　　　　　by

llajime　Otagi

　　From　the　latter　pare　of　the　T‘ang　fes・　Period　to　the　Five　Dynasties

五代期，aturning－point　in　the　history　of　China，　a　new　social　class　was

rising　and　beginning　to　gaiR　infiuence．　In　the　Sung　宋，　Period　they

became　the　K’o－chu科挙bureaucratic．othcials　and　formed　the　privileged

ruling　class　which　was　called　Kuan－hu官戸．

　The　purpose　of　this　article　is　to　portray　the　bureaucratic　ofiicials　of
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this　newly　risen　class　of　the　early　Sung　Period，　Thus，　this　ardcle

introduces　and　shows　the　Ma　Family　A；KJie　of　Lin－tse，　Shan－imng　Province

山東臨瀬縣as　a　family　worthy　to　take　note　of．　Notably　worth　inves－

tigating　are　the　relations　between　the　Ma　Fami1y　and　the　loca1　com－

munity　and　how　their　particular　situation　related　to　tlte　authoritarian

structure　of　the　Sung　Dynasty．

　　The　ancestral　founder　of　the　Ma　Family　passed　the　K’ひchu　and　ex－

tended　his　power　by　becoming　the　Lu－shih　Ts’an－chan録事参画in　Ching－

chou恥部which　was　governed　by　the　military　govergor　of　a　province，

chieh－tM　shih節度使．　Because　the　Ma　Famliy　produced　K’o．chu　bureau－

cratic　officials　for　tkree　generatioRs，　from　the　ancestral　founder　to　his

grandson，　they　were　able　to　attain　a　good　reputation　in　society．　Eco－

nomically　the　Ma　Famiiy　was　founded　on　their　great　landho正dings

and　tkey　conspicuously　increased　their　fortune　by　full　commercial

trading　activity．　Therefore，　it　can　be　said　that　the　Ma　Family　was　a

representative　of　tke　newly　risen　class　of　tlte　early　Sung　Period．　This

class　was　distingttished　by　three　characteristics；　great　！akdkoldings，

the　commercial　trading　activity，　and　positiolls　as　K’o－chu　bureaucratic

othcials．

William　Lloyd　Garrison
，

　　　　　　　　by

Tadashige　Shimizu

　　Among　the　abelitionists　of　the　United　States　of　America　in　tlte　1830’s，

W．　L．　Garrison　was　one　of　the　most　well－knowR　social　reforrners．

His　uncompromising　spirit　is　often　praised　highly，　as　compared　witlt　the

conservative　attitude　of　New　York　group，　by　radical　historians．　ln　this

treatise　which　aims　at　the　re－examination　of　Garrison　and　his　group，　I

wi11　pay　more　attention　to　two　factors　than　any　other：　viz．　Garrison’s

non－resistance　movement　and　Noyes’　perfectionism．　ln　my　view　the

former，　which　seems　to　be　based　on　the　latter，　is　the皿ost　intellsive

expression　of　Garrisonian　thought．　The　characterlstics　of　Garrisonian

abolitionism　will　be　interpreted　from　this　axis　of　non－resistance－perfe－

ctionism，　and　be　compared　with　those　of　New　York　group．
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